
資料 ６ 

1 

 

「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」に関する機構への質問事項（道民からの質問等を含む・10/10現在) 
 

 計画案について 研究内容について 

 

必要性 
 

幌延の研究目的を

達成するために研

究計画の延長が必

要であること。研究

の進捗状況の確認

と評価、環境の変

化・変更の理由など 

（幌延の深地層研究施設の意義・役割について） 

■ 幌延町１ 

 今般、協議の対象となっている「令和２年度以降の幌延深地層研究計画

（案）」 の「はじめに」の前段には、深地層の研究開発の国の政策におけ

る位置づけが記述されていると思うが、幌延深地層研究センターの意義

というか役割、重要性が、一般の人によくわかるように、平易なことばで

具体的に説明されたい。 

■ 専門有識者４－１ 

 地層処分に関する研究課題全体の枠組みと、その中での幌延の研究の

位置付け、意味について説明してください。 

 

■ 幌延町２ 

幌延深地層研究センターでの研究開発成果（特に必須の課題）は、どの

タイミングで何処にどのように活用されることになるのか？平易なこと

ばで具体的に説明されたい。 

■ 専門有識者４－２ 

 廃棄物処分施設でない地点で地下研究を行うことの意義について説明

してください。今後、候補地を選定する過程や候補地での計画を推進する

上で、幌延で得られる知見は、具体的にどのように活かされるのでしょう

か。その中での当初計画および R2年以降の研究計画の意味についても教

えていただけるでしょうか。 

■ 道民48－３ 

P２ 「実際の地質環境における人工バリアの適用性を確認」したとの

ことだが、これはあくまでも幌延の掘削地点での地質環境である。幌延と

は異なる地質環境下では適用できないのではないか。研究成果はすべて、

「幌延」という一地域で行った実験により得られたものに過ぎず、この特

殊性を一般化することには論理の飛躍があると考えないのか。 

■ 道民48－５ 

P４ 「微生物や有機物が、～閉じ込め効果を低下させる可能性が確認

されており、～」とある。このように想定外のことが起きるのが自然界だ。

原子力機構は、廃棄物を模した物体で研究しているに過ぎない。その研究

が本当に、高レベル放射性廃棄物に応用できると考えているのか。本物と

（幌延での研究延長について） 

■ 専門有識者２－３ 

何故幌延で深地層研究を行う必要があるかという点で、新期の堆積岩

のような脆弱な岩石についても研究を行う必要性や、地殻変動が比較的

活発である幌延のような地域も研究する必要性について回答して欲し

い。 

■ 専門有識者２－５ 

海外で放射性廃棄物処分のことを既に実施している国があり、研究が

進んでいる国もあることから、幌延での地層処分研究が必要な理由を地

質の観点から明確に説明すること。 

■ 道民７－５ 

深地層研究施設は、豊富温泉を通る大曲り断層に近接しており、坑道で

ガスや地下水も噴出する不安定な岩盤。研究サイトとして不適です。 

■ 道民17 

深地層研究は、核のごみの地層処分計画の一環として行われてきた。な

により、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」を根拠法として、

「放射性廃棄物を天然バリア・人工バリアの組み合わせにより深さ３０

０メートル以深の地下に人間環境から隔離して処分するための研究」で

ある。ところが、その前提そのものが大きく揺らいでいる。核のごみの最

終処分は使用済み核燃料の再処理（核燃料サイクルなるもの）と結び付け

られていたが、核燃料サイクル計画は行き詰まっている。もんじゅの廃炉

決定や六ヶ所再処理工場の事実上の破たんなどで、それは明白である。さ

らに、天然ウラン鉱石レベルまで放射能が低下するのには、１０万年レベ

ルかかる核のごみを、人間環境（生物環境）から隔離する安定した地盤は、

先の東日本大震災で明らかなように、日本列島のどこにもない。加えて、

幌延深地層研究センターは泥質砂岩からなる地盤で、豊富温泉から５㎞

南というおよそ地下構造物をつくるに適しない場所である。それを「塩分

やガス等の濃度が高い地下構造を有していること」を研究の利点とする

のは全うな論理ではない。このような地盤を、核のごみを深地層処分する

ための研究地とか最終処分場としている国は日本以外どこにもない。当

該地は、研究地としても最終処分場としても全く不適地であり、研究計画

は、延長でなく即時中止すべきである。幌延と並んで深地層研究が行われ
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 計画案について 研究内容について 

偽物は全く別の物という認識はないのか。 

 

■ 幌延町３ 

 幌延の地下施設が、なし崩し的に最終処分場になるのでは？と不安に

思う人もいるようだが、「地下研究施設」と処分場候補地選定工程におけ

る「地下調査施設」の違い、それぞれの役割を具体的に説明されたい。 

■ 幌延町４ 

 幌延の地下施設はどちらの役割を担っているのか？幌延はジェネリッ

ク地下研究施設との認識で間違いないか？ 

■ 専門有識者４－３ 

 他の地下研究施設、また、そこで行われている研究との比較から、幌延

の特徴、幌延で行う研究の意義。  

 

■ 専門有識者４－４ 

研究課題に関して、世界各国の地下研究施設と役割分担があるのであ

れば、幌延に期待される役割。 

■ 専門有識者４－７ 

地下研究施設は世界でも数が限られたもので、その中で調査する課題

があるが、世界各国の共有の課題と地域性（その場所特有）の課題がある

と思うが、役割分担、国際的な協力体制がどのようになっているのか説明

すること。 

■ 専門有識者４－８ 

研究課題が国際的にどのような役割を持つのか説明すること。 

■ 専門有識者１－６ 

国際プロジェクトでの状況と日本国内での状況の違いを踏まえ、国内、

特に幌延でやらなければならない理由を具体的な研究内容とともに、こ

の研究をしなければ日本国内で埋め立て処分することが出来ないこと

を、国際プロジェクトとの関係と合わせて説明すること。 

 

（地層処分研究の位置づけについて） 

■ 道民10－４ 

地震が多発する日本列島に安定した地層はなく、10 万年間も監視が必

要な核廃棄物の存在を、のちの世代に知らせることができない「地層処

分」は即刻見直すべきです。まずは、「核燃料サイクル」政策を断念し、

ていた岐阜県瑞浪では、本年４月をもって坑道の埋め戻しを行うことが

決定した。幌延深地層研究も、２０年程度の研究期間が過ぎようとする

今、本年末（２０２０年３月）で研究を終了し、行動の埋め戻しに着手す

べきである。以上の諸点について、日本原子力機構と幌延深地層研究セン

ター、北海道と幌延町の見解を伺う。 

■ 道民46 

幌延の高レベル放射性廃棄物の処分研究の延長を認めるべきではな

い。海水が出てきた時点で、もう無理であることは明白で、これ以上無駄

にお金をかけるべきではない。核ゴミは、結局どの地域であっても、受け

入れるわけにはいかない危険な物質であることは、これ以上討論を待た

ないことだ。処分場を探すことはもう無理だとわかったからには、方針転

換するしかない。今行うべきは、現在原発のある敷地内で、どのように安

全に核ゴミを 100 年単位で保管するかという研究だ。すべての原発を廃

炉にして、その場で保管する研究こそが、最も現実的であり、安上がりだ

ということに、気づくべきだ。 

 

■ 道民29－６ 

計画案に示されている、これまでの研究過程とその成果を見ると、「人

工バリアを施工できることを確認した」とありますが、人工バリアは施工

できるのは当たり前で、1000 年保持できなければ意味がありません。で

すが、これは示されている8～9年の期間では確認できず、どこまで観察

すれば確認できたことになるのかも明確ではありません。「物質の移動現

象を適切に評価することが可能な手法を確立した」など、他にも細かい項

目についての「研究成果」が示されていますが、それらは単に「地下環境

でしか取れないある物理的特性のデータを取った」ということかと思い

ます。それは科学のある分野における確かな調査成果ではあると思いま

す。ですが果たして「地層処分の技術基盤の整備の完了」のための前進と

いえるのでしょうか？ 

■ 道民29－７ 

たまたまあるモデルに従う挙動が確認できる範囲のパラメター領域に

おいてデータを取れたということが、また、そうした調査を今後何年か続

けることが、現在の科学では地殻変動について明確な予想ができない 10

万年という長い期間の安全を担保するために十分な調査になりうるので

しょうか？ 
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これ以上「核のごみ」を増やしてはなりません。 

■ 道民22－５ 

「地層処分」そのものに対する疑念 

２０年もの長い間、莫大な税金を使って調査と研究を続けながら、つい

に当初の予定通りの結果が得られず、さらにいつ終わるかわからない研

究？を続けようとする姿勢に疑念を感じ得ません。 

地震の多い日本、原発設置も大きな間違いでしたが、その放射性廃棄物を

地層に埋めるということもそもそも間違っているのではないでしょう

か？ 

■ 道民25－７ 

そもそも、4つのプレートが接し、火山が多く、活断層が其処此処に存

在する日本において、特に、幌延の様な掘れば掘るほど塩分を含んだ地下

水が噴出する沿岸地域の地盤において、「地層処分」をめざした研究を続

けること自体が方向性の間違った努力であり、時間と費用、人材の無駄遣

いである可能性はないでしょうか？ 

■ 道民25－８ 

本深地層研究の費用は、元をただせば国民から広く徴収したものなの

ではありませんか。だとすれば、この研究の有効性は、北海道民の問題で

あると同時にこの国全体の問題です。日本の経済格差は拡大しており、多

くの国民にとって、無駄な巨大事業を支えるのは大きな負担になってい

ます。「地層処分」とは別の方法で日本の抱える高レベル放射性廃棄物の

安全な隔離を行う方向転換を視野に入れ、「深地層研究」は速やかに終了

するというのは、一つの選択肢にはならないでしょうか？ 

 

■ 道民35－１ 

第３期中長期計画期間中に研究終了までの工程やその後の埋め戻しに

ついて決定するとされていました。新しい計画案では、計画の延長のみで

処分政策の全体や今後の見通しがありません。埋戻しについてもしっか

りとした、計画案の提示が必要ではないでしょうか？ 

■ 道民35－２ 

幌延町長は国民的な議論が必要だと話されたと思います。道民がもっ

と議論するためには、処分の全体像までもしっかり提示することが必要

ではないのでしょうか？ 

 

■ 道民29－８ 

「堆積岩の緩衝能力を定量化するため、堆積岩での地震動が透水性に

与える影響範囲を推定した」などとありますが、全てのデータは、地層処

分の措置が取られた場合に起こることを、「推定する」ことにしかならず、

どこまで行っても10万年の間に起こるかもしれない想定外の事態には対

応できないのではないでしょうか？ 
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 計画案について 研究内容について 

■ 道民28－３ 

幌延深地層研究は、そもそも地層処分が安全かどうかも、分かっていな

い状況でおこなっている研究です。放射性廃棄物の処分については、地層

処分以外の研究も必要ですが、原子力機構では他にどのような研究をし

ていますか？ 

 

■ 道民12－４ 

P-2～3「(2)研究成果について」①実際の地質環境における人工バリア

の適用性確認、②処分概念オプションの実証、③地殻変動に対する堆積岩

の緩衝能力の検証、といずれも施行が可能なデータや試験結果の妥当性

の確認、評価手法の確立、堆積岩での地震動が透水性に与える影響範囲を

推定・・・等、成果が書かれています。これは20年間の地層処分の調査

研究の成果であり、地層処分という方法が果たしてどうなのかを考える

視座となるのではないでしょうか。 

 

（外部評価委員会について） 

■ 道民12－２ 

P-1「外部専門家による評価等を踏まえて今後の研究計画を検討しまし

た」とありますが、外部専門家のお名前・肩書を教えて<ださい。 

■ 道民12－５ 

P-3「(3)評価結果について」「深地層の研究施設計画検討委員会、地層

処分研究開発・評価委員会」の委員の方々のお名前・肩書を教えて<ださ

い。 

■ 道民24－４ 

「評価委員会」がこのような評価をすることに問題があるのではない

でしょうか。つまり、「世界に誇りたい」と言う欲望を持った委員が多数

を占めていることになりますが、このことについてどう認識しています

か。 

 

（外部評価について） 

■ 道民48－４ 

P３ 評価結果には「今後は、技術の確立が可能な水準に達するまで～

試験を継続する～ことを期待します。」とある。この評価が意味するとこ

ろは何か。今現在の研究到達点が、技術の確立が可能な水準にも達してい
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 計画案について 研究内容について 

ないこと。それ故、技術の確立は実現できるかどうかわからない、という

のが偽らざる事実ではないのか。 

■ 道４ 

計画Ｐ３ 「プラットフォーム（共通基盤）として国内外の関係者に広

く活用されることを期待する」の具体的内容を聞きたい。 

■ 道民12－７ 

P-3「(3)評価結果について」「本地下研究施設を最先端の地層処分技術

を実証するプラットフォーム（共通基盤）として国内外の関係者に広く活

用されることを期待します」及び「【実際の地質環境における人工バリア

の適用性確認】今後は、人工バリア性能確認試験を継続し、人工バリア内

の過渡的な現象を再現する予測モデルの妥当性を検証するとともに、得

られた研究成果を余す所無く国内外の論文等に公表し、海外の先行URLと

比肩しうる先進的な試験サイトとして広く世界にアピールすることを期

待する」とありますが、幌延での深地層研究所としては、調査研究は終了

ではないでしようか。 

■ 道民24－３ 

海外の先行 URL と比肩しうる先進的な試験サイトとして広く世界にア

ピールすることを期待する。」とありますが、そもそも、「幌延深地層研究

計画を世界にアピールするためのもの」という認識は、研究センターも共

有しているのですか。 

 

（当初計画の成果と検証について） 

■ 道民25－５ 

またそもそも、当初計画においては、本深地層研究の具体的ロードマッ

プは、どの様に示されていたのでしょうか？ 

■ 道民25－６ 

それらについて、機構は現在の状況と詳細に照らし合わせ、検証したの

でしょうか？もししているなら、新しい計画案の提示の前に、道民にそれ

を示していただけないでしょうか？ 

■ 道民34 

2021年度末までに埋め戻しの目標としていましたが、なぜ、2028年度

まで延長するのか。研究の進み具合等、具体的に説明お願いします。 
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■ 道民25－３ 

また、そもそも北海道と幌延町が「深地層研究計画」を受け入れた背景

としては、現在国の方針となっている「地層処分」に関わる研究を行うこ

とでエネルギー政策に貢献するとともに、幌延町と北海道の経済振興に

繋がればという願いがあったのではないかと思います。幌延で研究を進

めることが、「そもそも『エネルギー政策への貢献』『地層処分の技術基盤

の整備に向けた前進』に本当に繋がるのか」についての、大きな視点での

検討・検証も、今こそ必要に思われます。 

技術的な疑問については次のメールに譲りますが、例えば地下施設建設

時の建設費と建設期間、事故・故障への対応費用などは、当初の予定に対

して、どれだけオーバーしているのでしょうか？ 

■ 道民25－４ 

同様の時間および予算の超過は、プロジェクトの性質が大きく変わら

ない限り、今後も繰り返されると考えるべきですが、本計画案における研

究には、どれだけの予算とその使途内訳、そして具体的ロードマップが示

されているのでしょうか？ 

■ 道民29－４ 

説明資料3ページ目における「幌延深地層計画の全体スケジュール」を

見ると、本深地層研究において、実に10年以上が「掘削」に費やされて

います。この掘削期間と、それにかける費用は、当初の計画ではどの様に

なっていたのでしょうか？それらは、実際の状況と比較して、どうだった

のでしょうか？ 

 

（計画延長の必要性について） 

■ 道１ 

 計画Ｐ３ 評価委員会から「全体として概ね適切に研究が遂行され、当

初５カ年の目標を達成できたと評価」されているのにも関わらず研究を

続けなければならない理由を明確にしてほしい。 

■ 道２ 

 計画Ｐ３ 評価結果で今後期待されている研究は本当に幌延でやらな

ければならない研究なのか。評価委員会から期待されているだけではな

いのか。20 年程度の計画を、第４期中期計画期間を目途に延長しなけれ

ばならないのであれば、延長がやむを得ないことを丁寧に説明いただき

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究の延長の必要性について） 

■ 道５ 

 計画Ｐ２～Ｐ４ 必須の３つの課題の８つの研究毎に、当初の研究目

的、これまでの研究内容、その進捗状況（数値等による割合）と進んでい

ないのであればその理由、外部委員会の評価、延長が必要な背景や環境

（フィンランドやＮＵＭＯの課題との整合を含む）、今後の研究内容、当

初計画の範囲内にあることの説明、幌延（の地下施設）で行う必要性、目

指す成果、始期と終期などを一連の形で丁寧に説明願いたい。 

■ 道６ 

 資料Ｐ23 フィンランドの課題と具体にどう対比するのか。 
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■ 道民７－４ 

本年2月、原子力機構の地層処分研究開発・評価委員会は、３つの重点

課題は「おおむね」目標を達成したと結論づけている。速やかに研究を終

了し、地下施設を埋め戻すべきです。 

■ 道民12－６ 

P-3「(3)評価結果について」「（評価結果） ・・・今後は、技術の確立

が可能な水準に達するまで、人工バリア性能確認試験および処分概念オ

プションの実証に関する試験を継続するとともに」について 

①今回の成果により、地層処分の調査研究は、幌延では終了したのではな

いでしょうか。 

②技術の確立というのは、際限なく課題を出し統けることになるのでは

ないでしょうか。 

■ 道民14－１ 

令和２年度以降の研究期間を第３期中長期目標期間と第４期中長期目

標期間を目途に延長（原子力機構の説明では９年間）とあるが20年間の

研究で達成できなかった理由。 

 

■ 道３ 

 瑞浪は終了するのに幌延は延長する理由は何か。 

 

（20年程度の研究としながら延長する必要性について） 

■ 道民９－１ 

道から原子力機構へ次のことを質問してください。２０００年１１月

の道、幌延町、核燃料サイクル開発機構の三者が結んだ協定で、「幌延町

における深地層の研究に関する協定書」の第４条で「丙は、深地層の研究

終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を埋め戻すものとする」と

あり、研究終了時期は、２０２１年３月と理解していますが、この理解で

よろしいでしょうか? 

 

■ 道民１－１ 

2001 年 3 月に開始された「幌延深地層研究」は、1998 年 10 月に核燃

料サイクル機構（現原子力機構）が道に申し入れた「深地層研究所（仮称）

計画」によっています。その計画では研究期間は「20 年程度」となって

います。3者協定及び確認書はこの計画に基づき作成されました。以降、

■ 専門有識者１－１ 

当初に設定した研究計画が変更された理由が学術的な要因（例えば，科

学の進歩による新たな研究改題の表面化とそれに伴うより詳細な現象把

握の必要性など）によるのか、当初想定していなかった何らかのトラブル

（例えば、研究実施中の不測の事故など）によるものなのかについて丁寧

に説明していただきたい。その上で、変更した計画がそれらの研究課題を

どのように解決していくのかについて、具体的に説明してもらうことが

望ましいと思います。 

■ 専門有識者１－２ 

新たに追加された研究課題は、従来設定されていた３つの必須の研究

課題の枠内の一部であるとの認識でよいでしょうか？認識が間違ってい

ない場合、なぜ同時期に研究を開始した瑞浪では十分な研究成果が挙が

り、外部評価委員会から「概ね適切」と評価され研究終了となった一方で、

幌延では残念ながら研究期間を延長して実施する必要があるのか？につ

いて、両者を詳細に比較しながら説明いただきたい。また合わせて、今回

示していただいた研究計画に基づけば、当初予定していた研究目標を十

分達成可能であり、外部評価委員会からもそのような評価を得られると

する根拠について説明いただきたい。 

■ 道民５－３ 

計画(案)の中の「今後の進め方の課題」は、幌延でなくてはできない実

験なのでしょうか? 

 

（人工バリア性能確認試験について） 

■ 道７ 

 計画Ｐ４ 「浸潤時・減熱時のデータが取得されていません」とあるが、

何故今まで実施しなかったのか。 

■ 専門有識者２－１ 

深地層研究で何を明らかにしようとしているかという大前提の話をま

ず述べていただきたいと思います。 

すなわち、深地層研究は、人工バリアと天然バリアを用いることにより、

放射能漏れはどこまで抑えられるかということを明らかにするために行

っている研究であると思われる。 

■ 専門有識者２－２ 

予想される放射能漏れの程度とそれが人体に害があるかないか、分か
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原子力機構は20年間「研究期間は20年程度」を毎年の計画書、成果報告

書、パンフ等で繰り返し関係自治体、地元民、道民に説明してきました。

そして、研究の終了期限について、原子力機構は第3期中長期計画（2015

年度～2021年度）で「平成31年度末までに研究終了までの工程やその後

の埋め戻しについて決定する。」とし、これも関係自治体、地元住民・道

民に繰り返し説明してきました。 

しかし、8月2日に北海道と幌延町に申し入れた「研究計画（案）」では、

研究期間について「令和２年度以降、第 3 期及び第 4 期中長期目標期間

を目途に取組みます。その上で、国内外の技術動向を踏まえて、地層処分

の技術基盤の整備の完了が確認できれば、埋め戻しを行うことを具体的

に工程として示します。」となっています。これは実質的な「期限なき研

究の延長」です。公の機関がこのような詐欺的行為をすることは許さない

ことです。これまで関係自治体、地元住民・道民に説明してきた事との整

合性を説明して下さい。 

■ 道民３－４ 

 幌延町における深地層研究計画の研究期間は、「幌延町における深地層

研究所（仮称）計画書（平成10年10月）」で明らかなとおり、「全体とし

て20年程度」と、原子力機構自らが決定し、北海道と幌延町そして道民

に説明されたものです。自ら20年程度で地層処分技術の実証などができ

ると計画したのではないですか。これまでの道民への説明は嘘・偽りだっ

たのではないですか。  

■ 道民３－11 

幌延深地層センターは、2014 年 8 月 6 日に開催した幌延深地層研究計

画・平成25年度調査研究成果報告会における質疑応答の中で、「三者協定

には 20 年で研究を止めるとは書いていない。」と、豪語しました。しか

し、協定書前文には、深地層の研究を計画に沿って推進するために協定を

締結すると規定され、その協定書に係る確認書の 1 において、計画とは

「幌延町における深地層研究所 （仮称）計画書（平成10年10月）」を指

す、と確認されています。要するに、「幌延町における深地層研究所（仮

称）計画書（平成10年 10月）」が基本であり、その計画書に「全体とし

て20年程度」と原子力機構自ら記述している以上、「三者協定には20年

で研究を止めるとは書いていない」という幌延深地層センター答弁自体、

協定者軽視と言わざるを得ません。協定書に研究期間が記述されていな

いのだから、これまでの研究期間「20 年程度」という説明・約束は守ら

る範囲で回答していただきたい。 

■ 専門有識者２－６ 

放射性物質がどのぐらいで漏れることが許容されるので、ここまで漏

れが抑えられたら、放射性廃棄物の処分をやって良いといった大前提を

説明すること。 

■ 専門有識者３－12 

放射性廃棄物処分の安全性を保証するための技術的な必要性を具体的

に説明すること。 

■ 専門有識者１－５ 

外的環境の変化（地殻変動、地震動、湧水など）に対して人工バリアの

長期的な性能評価や、人工バリアや湧水対策の長期的な性能を担保する

ために実施する対策が周辺環境に及ぼす影響の検証については、今後も

検討していく必要があると考えますが、これらは時間がかかる条件設定

の難しい研究課題であるかと思います。このような研究内容に対する研

究の方向性や研究手法（研究内容と研究計画）が現時点で具体的に決まっ

ていれば、これまでの研究成果と合わせて、詳しく説明いただきたいと思

います。 

 

■ 専門有識者３－４ 

（pp.10）ここに示されているオーバーパック並びに緩衝材の施工は、

実際の処分と同じでしょうか。写真で示されているように作業員が緩衝

材ブロックを制作して設置を行うのでしょうか。 

現実に高レベル放射性廃棄物が入ったオーバーパックの付近で作業員が

作業可能なのでしょうかという疑問です。 

もし実際の処分状況と異なる場合、この施工方法で得られた品質は、現実

と異なると感じたからです。 

■ 専門有識者３－５ 

 （pp.11）人工バリア（緩衝材）の性能として、温度、飽和度、土圧を

測定され、その変化をモデルで予測していますが、温度、飽和度、土圧の

経過日数による変化について解説してください。オーバーパックでの発

熱は試験期間中継続されているのでしょうか。飽和度の実測値がなぜ上

昇していくのかがわかりません。水分飽和されるような環境にオーバー

パックやベントナイト層が設置されるのでしょうか。また、ベントナイト

層の周囲にはコンクリートがあります。地層処分の概念について理解し
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なくていいのだという姿勢こそ問題です。 

■ 道民３－17 

幌延深地層研究センター・深地層研究グループ（当時、核燃サイクル機

構）は、平成 16 年 3 月と平成 17 年 9 月にとりまとめた「幌延深地層研

究計画第２、第３段階における全体研究計画案」（公表資料）の中で、『な

お、幌延深地層研究計画終了後2年程度で、研究施設の埋め戻しと原状回

復を行う予定』」と明記、また、原子力機構地層処分研究開発部門ニアフ

ィールドグループは、2006 年 3 月の「幌延深地層研究計画第２段階（平

成17〜21年度）を対象とした工学技術の適用性検討に関する計画案」に

おいて、研究終了年度を「平成31年度」とした上で、「平成32年度、33

年度」に埋め戻す案を取りまとめています。2017 年 3 月の「幌延深地層

研究計画における坑道掘削（地下施設建設）時の調査研究段階（第２段階:

深度350mまで）研究成果報告書においても、幌延深地層研究所計画のス

ケジュールは「H12年～H33年（年度）」とまとめてきました。既に、研究

期間も埋め戻し期間も計画案として検討・公表してきたことから、研究期

間「20年」で終了することは可能であり、実行すべきです。 

■ 道民３－18 

幌延深地層研究センターは、2005年に地域住民及び道・幌延町に対し「幌

延深地層研究計画坑道掘削（地下施設建設）時の調査研究段階（第２段階）

計画書で、「平成31年度」に第３段階終了というスケジュールを提示・説

明しました。2010年 8月 4日の「平成21年度調査研究成果報告及び地下

施設での調査研究段階（第３段階）計画その1」の地域住民説明会におい

ても、「基本計画には約20年となっており、これが変わることはない」と

質疑応答に答えています。公の場で約束をなぜ、守らないのですか。 

■ 道民18－１ 

道民との約束した研究時期を破るものではないか？ 

■ 道民18－２ 

政府に忖度したのではないか？ 

■ 道民18－３ 

結局、道民にはウソをついてもよいと結果的になるのではないか？ 

■ 道民29－９ 

そうしたデータを取り、得られたデータの範囲の事象に当座対応でき

る施工法で、研究が行われている間施設を維持したとして、どこまでの

「成果」が上がれば「地層処分の技術基盤の整備の完了」に至ったと判断

ていないための質問ですが、最も恐れるリスクは、処分した放射性物質が

環境中へ移動していくことであると思います。もしそうであるならば、水

との接触は極力避けるような条件を選ぶと思うのですが。解説をお願い

します。 

■ 専門有識者３－11 

 （pp.36）本スライドで描かれている試験では、種類の違うベントナイ

トに対して内部に設置したヒーターにより加熱を行うことまではわかり

ますが、具体的にベントナイトのどのような特性を測定しようとしてい

るのでしょうか。またその理由（地層処分におけるどのようなリスクを想

定されているのか、そのためにどのような特性の解明が必要なのか）につ

いて説明をお願いします。 

■ 道民12－11 

P-4～5①実際の地質環境における人工バリアの適用性確認 

「これまでの研究結果から、幌延の堆積岩において、微生物や有機物が、

放射性物質の岩盤への吸着を妨げ、閉じ込め効果を低下させる可能性が

確認されており、今後は、確立した試験手法を用いて掘削影響領域での物

質移行に関するデータ取得を実施するとともに、有機物や微生物が放射

性物質を取り込んで移動する影響が限定的であることを確認するための

トレーサー試験を実施します」について、 

地層処分の避けて通れないリスクであり、膨大な税金を投入して幌延で

試験し続けることに疑問を感じます。 

■ 道民29－２ 

人工バリアのベントナイトの膨潤は、塩分を含む地下水のもとではう

まく起こらないのではないでしょうか？ 

■ 道民29－３ 

また、ヨウ素129は水に溶けやすく土に吸着しないため、そもそも「人

口バリア」など存在しないのではありませんか？ 

 

（オーバーパック腐食試験について） 

■ 専門有識者３－６ 

 （pp.12）腐食を誘発する塩素イオンが多い環境にあえて処分するので

しょうか。塩水と可能な限り接触しない条件を作り出すのではないので

すか。またこの試験を地上で行う場合と大深度で行う場合の違いはなん

ですか。 
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するのか、明確な基準が示されていないということは、この計画案は、幌

延での「深地層研究」が、どこまでも何年でも更なるデータを求めて継続

されることを暗に前提としているように読み取れます。一方で、計画案で

は、これまでに「必須の課題」については成果が得られたとして、この研

究にある区切りがついていることを示しています。幌延深地層研究施設

が作られたとき、「研究は限られた期間（当初の約束では約20年）で終了

して施設は埋め戻される」という道民との約束があったことを考慮すれ

ば、この研究施設での研究はこれで終了として、地下施設を埋め戻すべき

時ではないでしょうか？ 

■ 道民40 

幌延の深地層研究計画は、研究期間の２０年をもって終了することに

なっています。埋め戻しのための具体的な工程表をはやく作成して、地元

住民と、私達道民を安心させてください。研究期間を延長することなど、

けっしてないよう、お願いします。 

■ 道民42 

８月２日に日本原子力開発機構から研究期間を大幅に延長する計画を

提出したのですが、本来は来年で終了ということでしたので、何故そうな

ったのか理由を教えていただきたいと思いＦＡＸいたします。先日ラジ

オを聞いていたら福島の汚染水のことが取り上げられていて、たまって

いる水を海へ放出するか何度も専門家をまじえて会議を重ねているとの

事でしたが、トリチウムが除去できなと言っていました。地下水に入って

しまう危険より海へ放出？どちらも決めがたいとの話で、大変複雑な思

いでした。やはり核は平和利用はできないと確信しました。幌延は私も過

去に「ほろのべ核のゴミを考える全国交流会」に２回ほど参加し、町の方

や大学の先生の講義をお聞きしていますが、なかなか難しい地層のよう

です。北海道が核のゴミ捨て場となるのは土地が汚染されるのではと非

常に心配になりました。今全国の原発で処理しきれない核廃棄物運ぶだ

けでも危険とされているものを、幌延に持ってきてはいけないと思いま

す。酪農家の皆さん、海に携わる方々にとっても生活がおびやかされてし

まうかもしれないことにＹＥＳとは言えないと思います。私は地層処分

については住民ではありませんが、反対と言わざるを得ません。何が起こ

るか分からない（特に天災です）今北海道に核は持ち込んで欲しくないと

思います。研究延長は白紙撤回の立場でお願いします。 

 

■ 道民29－１ 

今回の「令和2年度以降の幌延深地層研究計画（案）」（以下、「計画案」）

と、9月10日の「確認会議」で配布された、「令和２年度以降の幌延深地

層研究計画（案）（説明資料）」（以下、「説明資料」）に目を通しました。

計画案については、様々な疑問があります。このメールでは、技術的なこ

とに関する素朴な疑問も含め、先のメールで書き切れなかったことを、日

本原子力研究開発機構（以下、「機構」）にお訊ねします。説明資料12ペ

ージの模擬オーバーパックの腐食生成物を見ると、幌延の様な塩分を含

んだ地下水が噴き出る地域で行った研究が、実際の処分に応用できるの

かに疑問を感じます。キャニスタ―は塩分を含む地下水中でもつのでし

ょうか？ 

 

（物質移行試験について） 

■ 専門有識者１－４ 

スイスの国際共同プロジェクトでは、NUMO との共同研究の枠組みで、

放射性トレーサーの利用など幌延では実施不可能な研究を実施している

そうですが、幌延では、三者協定と整合した研究内容についてのみを実施

するということでよろしいでしょうか？この場合、放射性廃棄物の持ち

込みや有害物質トレーサーを利用した物質移行試験など三者協定に反す

るような研究については、海外での研究成果の利用等で、当初の研究目標

を十分達成可能と考えてよろしいでしょうか？ 

■ 専門有識者３－１ 

（pp.13）移行特性を評価している対象媒体は図中の灰色の部分でしょ

うか。もしそうだとすればこの部分は何でしょうか。ベントナイト充填部

でしょうか。一次元のこの試験を大深度で実施する意味を教えて下さい。 

■ 専門有識者３－２ 

（pp.13）縦軸は減衰濃度比と表記されていますが、概念図のどの位置

での濃度でしょうか。CsとSrを用いておられますが、いずれも安定Cs、

安定Srであるとしたら、濃度が高すぎるという懸念はありませんが。吸

着には濃度依存性があると一般的には言われています。 

■ 専門有識者３－３ 

（pp.14）どのようなリスクを対象とした試験でしょうか。天然バリア

である岩盤中の物質移動を検討されていることは理解できますが、実際

に想定されるリスク（オーバーパック、ベントナイト層を通過した後に放
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■ 道民48－１ 

そもそも研究に終わりはない。１つの研究で成果が出れば、そこから新

たな課題が見つかり、また次の研究が始まる。学術研究とはそういうもの

だ。よって、当初計画が終了した時点で、幌延での研究は終えたと認識す

べきではないか。 

 

■ 道民10－２ 

今回の計画案は、長期になることから、今までの研究の延長と言うより

新たな計画となり安易な延長は許せません。 

■ 道民４－１ 

 今回の計画案は長期に渡ることから、研究の続きというよりは新たな

計画になるのではありませんか？ 

射性元素が岩盤中に侵入すること）を想定した場合、その移行の特徴（移

動の駆動力、圧力、温度等）と図中に示される実験系の関係がわかりませ

ん。 

X線CT像の写真はどの方向で撮られたものと理解すべきですか（上流側、

下流側とは）。 

高レベル放射性廃棄物の地層処分を対象にした場合、人工バリアを通過

し、地層バリアに到達するには極めて長期間を要すると思いますが、もし

そのフェイズに達した場合、外部への移行は拡散のみですか。水分移動は

飽和ですか、不飽和ですか。 

右下の結果の図において、経過時間ゼロで10-2オーダーの検出があるの

は何故ですか。また、破過が30日以内と極めて早いと思いますが、何故

ですか？実際の現象と同じと理解すべきですか。 

■ 専門有識者３－７ 

（pp.9）右下の図ですが、各円柱からの矢印が漏洩した物質の移動を示

していると思います。このイメージが現実に最も近いと思います。この試

験がされていない理由は何ですか。 

また、系列として、人工バリアが無い場合を設定していますが、何故です

か。多重安全で無いものです。 

■ 専門有識者３－８ 

 （pp.34）現掘削孔近傍領域における間隙水中におけるこれらの存在量

は把握されていますでしょうか。Cs, Srが粘土鉱物への親和性が高く、

移動特性が吸着に支配されることは広く知られていますので、本検討は

重要であると考えられますが、現在の観測孔でそれらの影響が顕著に現

れるものと想定されているのでしょうか。また、トレーサー試験を行われ

る場合、安定Cs、安定Sr等を利用されると思いますが、濃度が高すぎて、

放射性元素の移行と同一と見なせるのでしょうか。 

■ 専門有識者４－５ 

 非放射性トレーサーを使用する実験と、放射性トレーサーを使用する

実験との違い、特性。非放射性トレーサーを原位置で用いて得たデータか

ら、どのように放射性核種の移行に関する知見を得るのか、その手法につ

いて。 

■ 専門有識者４－９ 

微生物を使った試験について、酸化還元状態との関連や、原位置の意味

として坑道を掘った段階でディスターブされたものに対してどこを見る
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のか説明すること。 

■ 道民１－４ 

 「研究計画（案）」P-4、今後の進め方について①で「幌延の堆積岩にお

いて、微生物や有機物が、放射性物質の岩盤への吸着を妨げ、閉じ込め効

果を低下させる可能性が確認されており、今後は・・・有機物や微生物が

放射性物質を取り込んで移動する影響が限定的であることを確認するた

めのトレーサー試験を実施します。」と書かれています。幌延深地層研究

では当初から微生物、有機物の研究が長期間続けられており、一定の結論

が出されていると考えます。この研究の継続は、あえて都合の良い結集を

導くためのものではありませんか。また、ここでの微生物は幌延特有のも

のか。それとも堆積岩なら一般的に存在するものか具体的にお答え下さ

い。 

 

（処分概念オプションの実証について） 

■ 道８ 

 計画Ｐ４ 「まだ実施されていない隙間充填剤やＰＥＭの回収試験を

着実に実施することを期待する」とあるが、何故今まで実施しなかったの

か。 

■ 専門有識者４－10 

処分概念オプションの体系化について、アウトプットのイメージを説

明すること。 

■ 道民３－６ 

 1999 年第 2 回道検討委員会で「再取り出しの研究計画はありません」

と説明し、2006 年 3 月「幌延深地層研究計画第２段階（平成 17〜21 年

度）を対象とした工学技術の適用性検討に関する計画案」でも、『「回収技

術」は幌延深地層研究計画での検証も実施しない』と報告・公表していま

す。しかし、「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）（説明資料）に

は、操業・回収技術等の技術オプションの実証が記載されていますが、こ

れはこれまでの約束に反するのではないですか。 

■ 道民３－23 

 幌延深地層研究センターが本年 8 月 2 日、北海道に示した「令和２年

度以降の幌延深地層研究計画（案）（説明香料）」において、「最終処分場

に定置した廃棄物を、一定期間、回収可能な状態に維持し、その間、最終

処分に関する意思決定を見直すことを可能とする考え方のこと」として
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「可逆性・回収可能性」が用語解説されています。この考え方は、フラン

スにおける1991年の放射性廃棄物管理研究法において「処分方策の1つ

として、地層処分は最終的には閉鎖されることを前提とするが、閉鎖前ま

での間、科学技術の進捗への対応、問題発生時、将来世代の権利も考慮に

入れ、閉鎖の判断まで、再取り出し可能にするよう、可逆性という概念を

採用」したことを受けて議論されたものと認識していますが、幌延深地層

研究計画では、回収技術も再取り出しも行わない約束だったはずではな

いですか。また、研究期間の延長は、フランス同様、研究地から処分地に

するためのものではないですか。 

■ 道民12－８ 

P-4「処分概念オプション」「今後は、プレハブ式人工バリアモジュール

(PEM:Prefabricated Engineered Barrier System Module)を用いた搬送

定置・回収技術で計画されている試験の内、まだ実施されていない隙間充

填材やPEMの回収試験を着実に実施することを期待する。また、・・・知

識の蓄積、技術の継承が望まれる」について 

①20年かけて実施されなかったのはなぜでしょうか。 

②「着実に実施することを期待する」ことが7～8年の研究期間延長とど

うつながるのでしょうか。 

■ 道民12－12 

P-5②処分概念オプションの実証 

「これまでの試験では、実際の環境下において、坑道の埋め戻し方法の違

い(締固め、プロック方式等)による埋め戻し材の基本特性（密度や均一

性）を把握しましたが、緩衝材の施工方法や坑道閉鎖に関する様々なオプ

ションの検討には至っていません」について 

これまで20年かけて検討に至っていないのはなぜでしょうか。 

■ 道民12－13 

P-5②処分概念オプションの実証 

「今後は、注入する地下水の圧力や・・・人工バリアシステムの安全裕度

の検証に向けて、緩衝材が100℃超になった状態を想定した解析手法を開

発します」について 

この開発に７～８年を要すると算定したのはどういう試算からでしょう

か。 

■ 道民24－１ 

「地層処分研究開発・評価委員会」の評価について 
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評価に、「処分概念のオプションの実証」とあるのは、新たな研究と考え

られますが、ここで言う「オプション」の概念・意味は、何ですか。 

 

(地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証について） 

■ 道９ 

 資料Ｐ17 DIの概念を一般道民にもわかるよう説明してほしい。 

■ 専門有識者２－４ 

今後の研究課題の「3.地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検討」につ

いて、まず、「3.1.地殻変動が地層の透水性に与える影響」について、「今

後は、より大型の断層における地震動や坑道掘削に伴う、割れ目における

地下水の流れの変化に関して、堆積岩の緩衝能力（自己治癒能力）の作用

に関する実証試験を実施します。」（p. 32）とありますが、この研究がど

のように展開されるのか、p.38の図を見ても十分理解出来ません。 

「3.3.地下水流れが非常に遅い領域を調査・評価する技術の高度化」につ

いても、どのような手法で何を明らかにしようとしているのか、p.40 の

図を見ても十分理解出来ません。以上の今後の研究課題について、研究目

的と手法を具体的に説明していただきたい。 

■ 道民１－６ 

「研究計画（案）」P-5③で「これまでの研究開発で・・・・処分場の設

計・施工や安全評価とリンクした形で研究を進めることが可能となりま

いた。」と、これまでの研究成果を書きながら、「今後は、より大型の断層

における地震動や坑道掘削に伴う、割れ目における地下水の流れの変化

に関して、堆積岩の緩衝能力（自己治癒能力）の作用に関する実証試験を

実施します。さらには・・・」と書いています。これは、処分場の場所を

決めてから行うべき研究と思います。幌延深地層研究所で行う「基盤研

究」の範囲を逸脱していると考えられます。お答え下さい。 

■ 道民12－９ 

P-4【地殼変動に対堆積岩 緩衝能力の検証】 

「今後は、堆積岩他地域や結晶質岩への展開・比較、・・・地層処分事業

における処分場の設計・施工や安全評価とリンクした形での指標活用に

向けた具体化を期待する」について 

地殼変動を免れることは難しいのではないでしょうか。永久処分場につ

ながるのではないかという不安を覚えます。「地層処分事業における処分

場の設計・施工や安全評価とリンクした形で」という文言の「安全評価」
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にも、どういう評価なのか強く不安を感じます。 

■ 道民12－10 

P-4①実際の地質環境における人工バリアの適用性確認 

「これまでの人工バリア性能確認試験では・・・浸潤時・減熱時のデータ

が取得されていません」について 

20年かかってもデータを取得できなかったのはなぜでしょうか。 

■ 道民12－14 

P-5③地殼変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証 

「、・・・さらには、地下水が動いていない環境を調査してモデル化する

技術を実証するとともに・・・」について 

①これまで20年間に「地下水が動いていない環境」での研究はできなか

ったのでしょうか。 

②今後の「地下水が動いていない環境」は、おおよその地域を考えていら

っしゃるのでしょうか。まったく新たに調査・限定されるのでしょうか。 
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妥当性 

 

計画案のとおり実

施することが適当

か。当初計画との変

更点（目的や位置付

けなど）の確認、変

更理由と変更内容

の合致、変更内容の

問題点や疑問点な

ど 

（当初計画との関係について） 

■ 道10 

 今回の計画案は当初計画の延長のみで当初計画の範囲内に収まってい

るということでよろしいか。 

■ 道民12－３ 

P-1『3.今後の進め方でお示しする課題は、「深地層研究所（仮称）計画」

の範囲内において実施するものです』とは具体的にどういうことでしょ

うか。 

 

■ 幌延町５ 

当初計画では研究期間を「２０年程度を考えている」と記述している

が、平成１０年当時、どのような状況・背景があって、そう想定したのか？ 

■ 幌延町６ 

当時と現在で研究開発をとりまく環境・状況の変化があるとすれば、どの

ようなところが変わっているのか？  

■ 道11 

 計画Ｐ１ 「深地層研究所(仮称)計画の範囲内において実施するもの」

としているが、当初計画策定当時と研究目的、位置づけに変化はないか。 

 

（研究延長期間について） 

■ 道12 

計画Ｐ６ 計画とは期間（終期）を明示して期間内の終了を目指すもので

あり、期間を示すべき。現段階で機構が国の第４期中長期目標について期

間を明言できるのか。 

 

■ 道民２ 

新計画案では研究期間を大幅に延長、研究終了時期の明記もありませ

ん。これは私達道民との約束違反です。美しい北海道を子ども達・孫達・

未来に続く人達に引きつぎたいです。 

■ 道民４－４ 

 本計画（案）は見直し撤回を図り、まず2019年度末までの研究終了の

工程やその後の埋め戻しについて明らかにすることが先決と考えます。 

■ 道民７－１ 

新計画案では、研究期間を大幅に延長。研究終了時期が明記されていな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究延長の妥当性） 

■ 専門有識者１－３ 

 本研究分野における海外の研究動向と比較して追加実施を計画されて

いる研究内容との関係性について説明いただきたい。例えば、人工バリア

に関する研究開発については，海外の研究機関でも多数行われていると

思いますが，そのような研究成果を、日本国内の研究内容に取り込むこと

で研究内容の取捨選択や研究期間の短縮が実施できないかについて説明

をお願いしたいと思います。また、合わせて、現時点での研究成果に対す

る国内外の評価や幌延でしか研究が実施できない理由を明確にして、研

究期間延長の妥当性について説明いただきたいと思います。 

 

（500ｍでの研究について）  

■ 幌延町８ 

研究計画(案)では、地下500ｍの掘削と研究に関しては特に触れていな

いが、地下500mでの研究を実施する計画は変わっていないと理解して良
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い。これは道民との約束違反です。 

■ 道民47－１ 

計画案に研究期間の大幅延長及び研究終了時期が書かれていないの

は、道民との約束違反であり、道民を軽んじているのではないか。 

■ 道民25－１ 

今回の「令和2年度以降の幌延深地層研究計画（案）」（以下、「計画案」）

と、幌延町・北海道・核燃料サイクル開発機構（現・日本原子力研究開発

機構）間の所謂三者協定に目を通しました。 

その上で、今回の計画案には、幾つかの疑問があります。このメールでは、

その中で技術面以外のものについて、日本原子力研究開発機構（以下、「機

構」）にお訊ねします。 

この計画案では、三者協定の前提となっていた当初計画において「２０年

程度」とされていた研究期間を、報道通り、８～９年も延長するものにな

っています。（現在「第３期中長期計画（平成２７～３３年度）」の途上に

ある状況で、「第４期中長期目標期間」までを視野に入れた計画になって

います。）一方で、研究終了の時期については、全く明確な記述がありま

せん。研究終了・埋め戻しについての条件としては、単に「地層処分の技

術基盤の整備の完了が確認できれば」という文言があるのみです。では、

何を持って「地層処分の技術基盤の整備が完了」できたと判断するのか、

という具体的な条件設定も、なされていません。この研究期間の大幅延長

と、研究終了時期の不記載は、北海道民との約束違反であり、この様な研

究計画を当初の約束の「研究開始後約２０年」が迫った今年になって提出

してくる機構は、北海道民を軽んじているという印象を受けます。この計

画案を認めることは、「限られた期間（三者協定の前提となった当初の計

画で約20年）の研究を終えたら埋め戻される」という約束で受け入れた

深地層研究施設の、なし崩しの無期限化を許すことに繋がります。その様

なことを許せば、道民はどんな約束違反も結局は受け入れるものと見く

びられ、「核廃棄物を幌延に持ち込まない」「最終処分場にはしない」とい

う約束も、いつか破られると懸念せざるを得ないのが正常な感覚です。機

構は、この「明確な終了期限付きの研究」という約束を、断りなく「明確

には期限を設けない研究」に移行させるかのような計画案の記述の不誠

実さについて、どの様に認識しているのでしょうか？（または初めから、

敢えて大衆に誤解を与えることを意図した表現だったのでしょうか？） 

 

いか？ 

■ 道16 

 地下500ｍの研究は何故今までやってこなかったのか。どういう判断が

働けば研究が行われるのか。実施した場合、期間内に終わるのか。 

■ 道民３－14 

幌延深地層研究計画における地下500m地下研究施設の完成は、2002年

12月に実施された地域住民説明会では、平成22年度（2010年）と説明さ

れましたが、2005年の地下施設・第一期建設工事の開始の際に、平成26

年度（2014年）と公表され、年々完成時期が遅延するという状況でした。

2010 年 3 月 1 日の原子力機構外部評価委員会・地層処分研究開発評価委

員会による『「地層処分技術に関する研究開発」に係る中間評価結果』に

おいて、現中期計画における深地層の研究施設計画の数値目標（幌延町:

地下300m程度）について、数値目標自体の達成は困難」「数値目標の未達

成という結果をどのように説明するかは重要なこと」と答申されていま

した。しかし、これまで幌延深地層研究センターは、地下研究施設の建設

状況について「ほぼ順調」と説明してきました。でも、誰が見ても明らか

なように計画開始から20年が経過した今日、地下350m（水平調査坑道）

までしか完成していません。本当に地下研究施設の建設工事に遅延はな

かったのです。何より、「今和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）（説

明資料）のどこを見ても、地下500m水平坑道の建設計画も、そこでの研

究開発項目も見当たりません。地下500m水平坑道の建設の有無をはっき

りできるのですか。全てあいまいな対応のままなのではないですか。今回

の提案以降、時間が経過すれば、また地層処分研究開発調整会議などの議

論により、さらなる計画が出てくる可能性が危惧されます。 

 

（新たな研究の実施について） 

■ 道17 

計画Ｐ６ 第４期中長期目標（令和4年度～）策定時に、当初計画を超

えた新たな研究が出てこないと考えてよいか。 

 

（知識の蓄積、技術の継承、人材育成等について） 

■ 専門有識者４－６ 

地下施設での研究に関するデータ、知識、技術、人材が幌延に蓄積され

ているため、幌延での研究開発の継続が合理的、効率的であるのは理解で
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■ 道民41－１ 

新しい計画案で研究期間の大幅延長と、研究終了時期が記載されてお

りません。公の機関することでこれはありえないと思います。北海道民と

の約束はどうなっているのでしょう。 

■ 道民51 

原子力機構は、なぜこれまで期限を出していたのに出せなくなったの

でしょうか。税金も使われる事業だと思います。期限がないということ

は、支出にも上限がみえません。技術確立まで際限なくお金を使われるの

では、一市民として納得がいきません。原子力関連の事業には、とにかく

無駄が多いようです。税金を投入して、途中でできなくなったものがたく

さんあります。社会保障も削られるなか、なぜこれほど無駄遣いされるの

でしょうか。 

 

■ 道民３－15 

「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」には、研究修了時期も

埋め戻し時期も記述がありません。にも拘わらず、道が示した『「令和２

年度以降の幌延深地層研究計画（案）」に関する道民の意見からのご質問

等の募集について」の中に、第1回確認会議における原子力機構の説明と

して「９年間」が記述されていますが、原子力機構の口頭説明では、これ

までも時間経過とともに変化してきましたので信用できません。なぜ、原

子力機構は、令和２年度以降の幌延深地層計画（案）に、「９年間」を明

示しなかったのですか。原子力機構が説明した「９年間」の根拠を明らか

にされたい。また、決定事項なのか否かも明らかにされたい。  

■ 道民３－16 

 第 1回認会議において原子力機構が説明した「９年間」について、北海

道は、『「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」に関する道民の皆

様からのご質問等の募集について』に記述していますが、根拠すらない口

頭説明に責任が持てるのでしょうか。計画案には、研究終了時期も埋め戻

し時期も記述がなく、「９年間」を期限とする記述もありません。原子力

機構は、なぜ、文字ではなく口頭で「９年間」を説明したのですか。提案

されたかのような印象を道民にあたえるためですか。 

 

（更なる延長の可能性について） 

■ 道民１－２ 

きるが、今後、他関係機関との研究協力も含め、知識、技術の継承、人材

育成について具体的にはどのような計画があるのか。 

■ 道民１－５ 

「研究計画（案）」P-4（評価結果）で「また、光ファイバーを用いたモ

ニタリング技術や塩水環境下のグラウト材・工法に関する継続的な検討

に加え、地層処分事業等において実用性のある形での知識の蓄積、技術の

継承が望まれる」と書かれていますが、ここでいう「実用性のある形での

知識の蓄積、技術の継承」とはどういうことを指すのか具体的にお答え下

さい。 
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「研究計画（案）」P-3 の（評価結果）に「本地下研究施設を最先端の

地層処分技術を実証するプラットフォーム（共通基盤）として国内外の関

係者に広く活用される事を期待します。」と書かれていますが、これはP-

6 の「国内外の技術動向を踏まえて、・・・」とも連動しており、当初の

「深地層研究所（仮称）計画」の「研究期間20年程度」をまったく無視

して、研究の「活用」の場として「期限なく使い続ける」ことを示してい

ると考えます。その是非についてお答え下さい。 

 

■ 道民３－12 

幌延深地層センターの「三者協定には20年で研究を止めるとは書いて

ない」という発言からすれば、「今和２年度以降の幌延深地層研究計画

（案）」に、研究終了時期も埋め戻し時期も記述がない以上、研究期間は

無期限であり、やめる気はありませんと読めるのですが。  

■ 道民３－19 

幌延深地層研究センター所長は、2012 年と 2013 年に、研究期間約 20

年について、「程度といえば 2、3年のこと」「21、22 年なら「約 20 年」

の範囲内ではないか」との見解を示してきました。「令和２年度以降の幌

延深地層研究計画（案）」は、これまでの説明や答弁そのものを覆してい

ます。原子力機構が、研究期間について今後変更しないという保証はどこ

にあるのですか。 

■ 道民３－22 

幌延深地層研究センターが本年 8 月 2 日、北海道に示した「令和２年

度以降の幌延深地層研究計画（案）（説明資料）」における「今後の進め方

について」に、「前半の取り組み:必須の課題のうち、継続的な課題への対

応に3〜5年程度を想定」「後半の取り組み:必須の課題のうち、継続的な

課題の成果を踏まえて体系化して取り組む課題で 5 年程度を想定」と記

述していますが、協定書の基本となる「幌延町における深地層研究所（仮

称）計画書（平成10年10月）」における「全体として20年程度」を遵守

しないのに、どうして、今回の説明資料における「3〜5 年程度」を信用

できますか。 

■ 道民５－２ 

 令和２年度以降の幌延深地層研究計画(案)の３ページ、「深地層の研究

施設計画検討委員会」の評価結果の中で、「今後は、技術の確立が可能な

水準に達するまで・・・」、６ページの「地層処分の技術基盤の整備完了



資料 ６ 

20 

 

 計画案について 研究内容について 

が確認できれば、埋め戻し・・・」とありますが、これではこの計画が満

足できるまで、エンドレスになりかねないです。きちんと期限を明確にす

べきです。 

■ 道民７－２ 

新計画案を認めることは、「限られた期間で研究を終え、解体し埋め戻

す」という約束で建設された深地層研究施設を無期限存続を許すことに

なります。 

■ 道民24－２ 

「技術の確立が可能な水準に達するまで、～中略～…に関する試験を

継続するとともに…」とありますが、技術は日進月歩進化し続けています

から、「この研究は、限りなく続けるべき」と、要求されていると読み取

ることができると考えられますが、どうですか。 

■ 道民30－１ 

原子力研究開発機構によるこの度の大幅な期間「延長」の申し入れは、

最終年度の明示もなく、さらにずるずると「延長」が続き、いずれは幌延

が最終処分場につながるのではないかと懸念される。今回の提案は、今後

さらに研究を継続することも有り得ることを視野に入れてのことではな

いかと懸念するが、機構においてはどのように認識しているのか。 

■ 道民41－２ 

当初は２０年の研究を終えたら埋め戻す、との約束でしたが、なし崩し

の無期限化になるのではないでしょうか。 

■ 道民43－２ 

１のような計画案を許すと、今後は道民の意向に関係なく簡単な申し

出だけで、何度でも期間を延長することができるようになるのではない

でしょうか。 

■ 道民47－２ 

「三者協定で（当初の計画で約２０年）の研究を終えたら埋め戻され

る」という約束で受け入れた研究施設が、なし崩し的に無期限化するので

はないか。 

 

（最終処分地選定と研究期間の関係について） 

■ 道民19－２ 

また、この計画案は地層処分の候補地が決まらない限り研究は続ける

という意思表明にも思われます。いかがでしょうか。 
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■ 道民３－31 

原子力機構は、「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」の中に、

地下施設の埋め戻しは、地層処分の技術基盤の整備完了の確認を前提と

なっています。このことは、以下の報告書などから処分事業が終了するま

で地下研究施設を存続しようとするものではと疑念がぬぐえません。

2004 年 3 月核燃サイクル機構東海事業所が示した「放射性廃棄物処分プ

ログラムにおける地下研究施設の役割－OECD/NEA2001 レポート－（翻訳

資料）には「URLは将来処分場の操業中、閉鎖後にも重要な役割を担う。

URLはまた、処分場内では実際の廃棄物処分と並行して模擬処分場として

用いられることがある。処分場の操業中、そしてそれ以降も、廃棄物キャ

ニスター、埋め戻し材、そしてその他の人工バリアの性能はいろいろな手

段で、中には立ち入ったもので実処分場では出来ないあるいは望ましく

ないものもURLで確認することができる。」との結論が記述されています。

2014年 6月18日、原子力機構の深地層の研究施設計画に係る第２期中期

計画期間中の成果と今後の計画に関する国際レビューワークショップに

おける、主なレビュー結果として「日本の地層処分計画では・・・瑞浪・

幌延の両 URL 計画を維持することは、これまでも地層処分の実現に大き

く貢献しており、また、将来においてもその重要性は変わらないというこ

とができ、国の貴重な資産として認識すべき」であり、「研究開発実証試

験は処分場の地下調査施設において実施すべきではない。よってジェネ

リックな両URLは、重要な役割を担い続ける」と報告されています。併せ

て、同年6月30日の原子力機構地層処分研究開発部門・地層処分研究開

発・評価委員会 （第19回）において、委員から「国際ワークショップの

最終的な取りまとめのひとつとして、「（日本の特取を踏まえて）処分場サ

イトが明らかになってきてもリスクマネジメント的な観点からジェネリ

ックな地下研究施設を運用し続けることは意義がある。」としている。」と

のコメントがあり、原子力機構は「頂いたコメントへの対応を検討してい

きたい。」と回答しています。また、 同年9月19日の原子力機構地層処

分研究開発部門・地層処分研究開発・評価委員会による『「地層処分技術

に関する研究開発」に係る「中間評価」の暫定評価に基づく見解について』

の中で「・・・とくに事業主体（NUMO）が研究施設を所有していない現状

において、・・・今後も２つの深地層の研究施設計画を継続し、より一層

わが国の地層処分計画の支援に活用していくべきである」との見解が示

され、平成31年3月6日、地層処分研究開発評価委員会の研究開発「地
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層処分技術に関する研究開発」中間評価報告書においても、「今後の地下

研の取り扱いにより処分事業開始のめどの立つ前にこのような研究と検

討の場が失われることについて懸念を感じる。文科省への働きかけを続

けられたい。」と、深地層研究計画の存続が求められ、同年10月の処分実

施主体・原子力発電環境整備機構NUMOも、「地下調査施設の設置概念およ

び調査計画立案に係る考え方」を公表し「・・・本報告書では NUMOが精

密調査段階後半で建設を計画している地下施設については、UIFと呼び、

それ以外の地下施設については・・・URLを使用する。・・・よって、日本

の処分施設建設地選定プロセスを鑑みると、UIFの建設前にジェネリック

URLで十分に技術開発や調査・試験手法の検討を行っておく必要がある。

この観点から、日本の地質環境を幅広く視野に入れた２つのジェネリッ

クURL（結晶質岩に対する瑞浪 URL、堆積岩に対する幌延URL）における

研究開発は、処分施設建設地選定プロセスの進展に対応できるよう適切

に維持しておくことが重要である。」と取りまとめていることなどから、

幌延の深地層研究計画・地下研究施設は、処分事業が終了するまで存続す

るということが最優先課題となっています。今回の提案は、処分事業が完

了するまで深地層研究計画を受け入れろということですか。  

■ 道民３－32 

 2014 年頃から、地層処分の研究開発を目的とした地下研究施設（ジェ

ネリック）は、最終処分場が建設された段階でも処分事業を支えるために

維持・存続することが議論され、これが方針化されているようですが、幌

延深地層研究施設（地下研究施設）は、最終処分地における精密調査段階

での地下施設が建設されても、適切に維持・存続することを目的に、これ

までの研究期間20年程度を一方的に廃棄して「令和２年度以降の幌延深

地層研究計画（案）」を提案したのではないですか。 

 

（計画終了までの工程と埋め戻しの提示について） 

■ 幌延町10 

改めて確認させていただくが、研究計画（案）の P6、２行目から４行

目にかけて、「埋め戻し」について記述している。協定では、地下施設を

最終処分場、中間貯蔵施設に転用しないことを明確にするために研究終

了後は埋め戻すことを協定第４条でもって規定したが、この度示された

研究計画（案）によって、機構として研究終了後は地下施設を埋め戻すと

の方針を「幌延深地層研究計画」上も明文化したと受け取って良いか？ 
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■ 道13 

 計画Ｐ１ 「平成31年度末までに研究終了までの工程やその後の埋め

戻しについて決定する。」ことに関し、計画に工程や埋め戻しについて記

述したという認識か。 

■ 道民４－３ 

 新計画に埋め戻しが入っていないのはなぜですか？ 

■ 道民10－３ 

埋め戻しを前提にするなら、その計画を新たに入れるべきです。 

■ 道民11－１ 

2001年に締結した協定には、「幌延町における深地層の研究に関する協

定書」で「深地層の研究終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を

埋め戻すものとする」としており、これまで道民は、研究期間をおよそ20

年、研究完了と共に地上研究施設の閉鎖と地下埋戻しをすることが約束

されているものと認識していました。新計画案（令和2年度以降の幌延深

地層研究計画（案）では、10年から最大15年ほど研究期間の延長をした

いとしながら、研究事業延長の根拠、研究終了と埋戻しの完了期日、研究

終了後の見守り期間についてなど、判断に最も必要な事項が詳細には記

載されていません。このように曖昧な期間延長申し入れを提案すれば、道

民にはかえって不信を抱かせることになるのに、何故、研究終了期日を守

らず、期日の綿密な計画案（工程表）を示さないのでしょうか？埋戻しの

完了期限を守らなければ、国が示す深地層処分研究事業や最終処分計画

全体への信頼性を損なうことになるのではありませんか？ 

 

■ 道民22－１ 

現在の協定書では「深地層の研究終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、

地下施設を埋め戻すものとする」となっているので、これまで道民は、研

究期間をおよそ20年、研究完了と共に地上研究施設の閉鎖と地下埋戻し

をすることが約束されているものと認識していました。新計画案では「10

年から最大15年ほど研究期間を延長をしたい」としながら、研究事業延

長の根拠、研究終了と埋戻しの完了期日、研究終了後の見守り期間につい

てなど、判断に最も必要な事項が詳細には記載されていません。 

このように曖昧な期間延長申し入れを提案すれば、道民にはかえって不

信を抱かせることになるのに、何故、研究終了期日を守らず、期日の綿密

な計画案（工程表）を示さないのでしょうか？ 
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■ 道民24－６ 

そもそも「埋め戻し」が前提で研究が始められたにもかかわらず、20年

近くになっても、研究後の「埋め戻し計画・日程」が出されていなかった

のは、「研究の延長を前提にしていた」と考えられます。今回も、「国内外

の技術動向を踏まえて、地層処分の技術整備の完了が確認できれば、埋め

戻しを行うという事を具体的工程として示します。」としていますが、研

究の区切りが曖昧で、またしても「埋め戻し計画・日程」を避けています。

埋め戻しの計画のないものは認めることは、できません。 

■ 道民30－２ 

原子力研究開発機構から示された令和2年度以降の研究計画(案）には、

埋め戻しをどのように行うかという工程が示されていない。示すべきと

考える。どのように埋め戻すのかについて、なぜ明記されていないのか。

いつ、明示するのか。 

■ 道民48－２ 

P１の１．について 「国民が地下環境を体感する場として」幌延深地

層研究センターは重要だ、と述べられているが、これは本末転倒ではない

か。２０１９年度末までに「研究終了までの工程やその後の埋め戻しにつ

いて決定することとしました。」とあるが、そのような大切な要素が抜け

落ちた計画（案）は、検討するに値しない。なぜ、それらを計画案に載せ

ないのか。 

 

（埋め戻し内容について） 

■ 道14 

 計画Ｐ６ 調査坑道や立坑の埋め戻しは研究の対象とならず、通常の

埋め戻し工事と理解してよいか。工期はどのくらいで、どのような手順で

行うのか。 

■ 道民14－２ 

９年間の延長で研究が終わることができるとして９年後研究終了とな

って埋め戻す際に原状復帰は可能か。 

 

（埋め戻し後について） 

■ 道民22－４ 

加えて、「研究終了後の見守り期間」についても、知事は機構側に対し、

一体、どの程度の期間を予定しているのかを具体的に訊ねなければなら
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ないでしょう。現在、問題にしているのは坑道埋戻しだけのことですが、

坑道埋戻しのあと、埋め戻した場所の変化を見続けなければならないの

に、その観察期間については計画の外に出していることも不自然です。 

■ 道民23 

「研究終了後の見守り期間」についても、知事は機構側に対し、一体、

どの程度の期間を予定しているのかを具体的に訊ねなければならないで

しょう。現在、問題にしているのは坑道埋戻しだけのことですが、坑道埋

戻しのあと、埋め戻した場所の変化を見続けなければならないのに、その

観察期間については計画の外に出していることは不自然です。北海道と

して、埋戻しの後の見守りをＪＡＥＡがどのように考え、計画しているか

タイムスケジュールを詳細にお訊ねいただきたい。 

■ 道民29-10 

一方で、深地層処分を念頭に置いた研究において、「埋め戻し」ほど大

切なことはないと考えます。地下に穴を掘って廃棄物を埋設した後、その

廃棄物に対して本当に「地下の閉じ込め機能」なるものがはたらく為に

は、穴を掘ったことによる影響が、完全に取り除かれなければなりませ

ん。そんなことが本当にできるのか、掘った坑道を埋め戻した後、埋め戻

しの境界が「エレベータ」になって地下の物質が滲出したり、環境と地元

の基幹産業である酪農への悪影響は起こらないのか、ということは大変

重要な問題です。それを調べるため、まず、放射性物質を持ち込んでいな

い幌延で、モニタ用のケーブルも何も敷設せず、単に「確かに埋め戻す」

ことをめざして、現在考えられる範囲で最良の埋め戻し方で施設を埋め

戻し、少なくとも100年、何の不都合も起こらないか、跡地で酪農を行い

ながら様子をみてはいかがでしょうか？それで何の影響も出なかった時

に初めて、この日本において「地層処分」を行う可能性について考えられ

るのではないかと思います。再回収可能性について調べ、将来の処分法の

再検討や選択を可能にするという前に、今、処分法を検討すべきかと思い

ます。実際に坑道を埋め戻してみて、その土地を地域の基幹産業に委ねる

試みは、そのための知見を得るためにも必要かと思います。 

■ 道民３－26 

 原子力機構外部評価委員会の2014年 3月 27日、第18回地層処分研究

開発・評価委員会で配布された原子力機構地層処分研究開発部門の資料

において、「機構改革に伴う成果取りまとめ 今後の研究計画－前提概要

と今後のスケジュール－」の中の深地層の研究施設計画（章構成案）で、



資料 ６ 

26 

 

 計画案について 研究内容について 

「5. 必須の研究課題以降の計画の考え方＊埋戻し段階以降の計画につ

いて」「6.URLの跡利用方策」との記述が確認できました。「令和２年度以

降の幌延深地層研究計画（案）」に、研究課題については・・・第３期及

び第４期中長期目標期間を目途に取り組むと記述されていることから、

章構成案にある5.（埋め戻し段階以降計画）と6.（URLの跡地利用方策）

をわかりやすく示されたい。 

 

（関係機関の資金や人材の活用について） 

■ 道19 

計画Ｐ６ 「将来的に、当初の計画の研究対象の範囲内において、国内

外の関係機関の資金や人材の活用」の「将来的に」とはいつ頃を指すのか。 

■ 道民12－16 

P-6「なお、研究開発を進めるにあたっては、将来的に、当初の計画の

研究対象の範囲内において、国内外の関係機関の資金や人材を活用する

ことを検討します」について 

①「将来的に」とは今後７～８年ということでしょうか。 

②「国内外の関係機関の資金や人材を活用する」とは、これまでの財政規

模、職員数を増やすということでしょうか。 

 

（研究延長と施設の安全性の関係について） 

■ 道15 

 計画Ｐ６ 期間の延長により施設の安全は担保できるのか。 

■ 道民３－13 

幌延深地層研究の地下研究施設を、延長化することは、地下工事での労

災、地下坑道の火災事故、ガス・地下水の突出事故などの危険性も延長す

ることとなります。原子力機構は命に対し責任が取れるのですか。今後、

最悪の事態は避けられるのでしょうか。後悔する前に、当初計画どおり

「20年程度」で終了するべきではないですか。 

■ 道民43－３ 

すでにケーブル火災等、老朽化によるのではと思われる事故が起きて

いる。これ以上計画を延長した際には、もっと重大な事故も心配です。 
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三者協定との

整合性 
 

・放射性廃棄物を

持ち込むことや

使用することを

しない 

・最終処分を行う

実施主体へ譲渡

し、又は貸与しな

い 

・研究終了後は埋

め戻す 

・将来とも最終処

分場としない 

（三者協定遵守への認識について） 

■ 道18 

これまで三者協定を遵守してきており、今回の延長後も協定を遵守す

ると明言できるか。 

 

■ 道民11－２ 

協定書７条に事業内容の変更が三者の話し合いで出来るとされていま

すが、「その変更内容には研究期間の大幅延長までが含まれている」とす

る極端な解釈で研究機関の大幅延長を突然一方的に提案する乱暴な作法

は、今後も無期限に研究期間延長の必要を主張できるものとして前例を

作ることになるのであり、協定違反（あるいは約束の反故）にあたるので

はないでしょうか？ 

■ 道民22－３ 

現協定書の 7 条では事業内容の変更が三者の話し合いでできるとされ

ていますが、「その変更内容には研究期間の大幅延長までが含まれてい

る」とする極端な解釈で研究期間の大幅延長を突然一方的に提案する乱

暴な作法は、今後も無期限に研究期間延長の必要を主張できるものとし

て前例を作ることになるのであり、協定違反（あるいは約束の反故）にあ

たるのではないでしょうか？ 

■ 道民15 

新計画案では、研究終了予定だった 2021 年の前年 2020 年から第３期

及び第４期中長期目標に取り組むとなっており、大幅に延長され、終了時

期の明記もありません。これを認めれば「定められた期間で研究を終了

し、埋め戻す」という約束を事実上反故にすることになります。このよう

な重大な約束違反を許せば、深地層研究施設の無期限存続を許すことに

つながり、「核廃棄物を持ち込まない」「最終処分場にはしない」という約

束も破られかねません。絶対に新計画（案）を認めてはならないと思いま

す。多くの道民の危惧と反対に対して、「20年程度で終了して埋め戻す」、

「核廃棄物を持ち込まない」、「最終処分場にはしない」という協定を根拠

として押し切ったこと、協定の重みをどうお考えですか。 

■ 道民19－１ 

「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」には「平成３１年度末

までに研究終了までの工程やその後の埋め戻しについて決定することと

しました」「これらの研究課題については、令和２年度以降、第３期及び
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第４期中長期目標期間を目途に取り組みます。その上で、国内外の技術動

向を踏まえて、地層処分の技術基盤の整備の完了が確認できれば、埋め戻

しを行うことを具体的工程として示します」とあり、いつ終わるかの明示

も一切ありません。道民はずっと２０年程度の研究計画を前提に深地層

研究施設を受け入れたと思ってきました。当初計画を前提として３者協

定で道と約束したということは道民と約束したということではないでし

ょうか。新研究計画（案）は、その道民との約束を反故にするものである

と思われますが、いかがでしょうか。 

 

（20年としながらの延長と三者協定について） 

■ 道民４－２ 

 当初、20 年程度の研究を前提に三者協定が結ばれたのであって、延長

そのものが協定違反になるのではありませんか？ 

■ 道民７－３ 

研究期間20年程度を延長するのは重大な約束違反。このような約束違

反を許せば、「幌延に核廃棄物を持ち込まない」「最終処分場にしない」と

いう約束も破られかねません。 

■ 道民10－１ 

20 年程度の研究を前提に「三者協定」が結ばれたので、そもそも延長

そのものが違反と言えます。研究期間の延長と共に「三者協定」が空洞化

され、なし崩し的に愰延が最終処分地にされる危険があります。 

■ 道民16 

幌延町は、幌延深地層研究計画について、放射性物質は持ち込まない、

期間は20年程度、研究終了後は施設を解体し埋め戻すとする「三者協定」

を北海道、日本原子力開発機構（以下、開発機構）と締結しています。開

発機構が幌延町と北海道に対し、研究「延長」の計画案を提出した事は。

これは地元住民、道民との約束を反故にするもので断じて認めることは

できません。開発機構に対して、強く抗議し、研究「延長」の撤回を求め

ます。 

■ 道民24－５ 

3 期 4 期の研究計画は、「これまでの研究を踏まえて」という理由を根

拠に、新たな研究目標を設定しているので、これまでの研究から 違う次

元の研究になっていると読み取れます。このようなことが認められるな

らば、新たな研究をすることによる更なる研究の延長が可能になります。
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そもそも、研究とは、進めるに従って新たな課題と実証の必要性が生まれ

るもので、際限がありません。研究を始めるに当たっては、「20年程度」

と目標を決めて、その研究期間を前提に研究についての「合意」が成立し

たのであって、研究の完結を前提に「合意」したのではない。あきらかに

協定違反です。 

■ 道民28－１ 

20 年程度の研究ということで、三者協定が結ばれています。これは道

民との約束です。多くの道民は、当初から「一度研究が始まれば、終わり

がなく最終処分地にされてしまう」と大変不安に思っています。この度の

研究「延長」案は20年程度とする三者協定の約束を大きく逸脱している

と思いますが、どのようにお考えですか？ 

■ 道民39 

８月２日原子力研究開発機構（幌延研究センター）が幌延町と北海道に

令和２年以降の幌延深地層研究計画（案）が示されました。２０００年に

深地層研究計画がスタートするにあたっての工学貯蔵センター計画の白

紙撤回と研究にあたっての三者協定の制定と遵守、北海道の受入難い条

例の制定、地域住民及び道民の信頼のもと、実施されたものと認識してい

る。研究期間おおむね２０年。解体埋めもどしを主体とする条件設定は原

子力機構（略称）から示した条件であり、これらの条件は常について回る

事柄であり、放射性廃棄物を持ち込まないとする条件とあわせて約束事

項の主体をなすもので、これらの遵守はされなければ一体何を信用すれ

ば良いのか、道民・地域住民不信不安を増幅増大させるだけです。地質不

安定なこの地域でいたずらに期間延長することは研究の安全確保の観点

からもやめるべきです。大丈夫であれば研究の一部を北大構内でもやる

べきです。 

■ 道民９－２ 

約束では、当該研究の終了は２０２１年３月であり、地上の研究施設を

閉鎖し、地下施設の埋め戻しをした後に、新規事業として別途相談される

べきことであり、協定解釈として、研究の延長は成り立たないと考えます

が、如何お考えでしょうか? 

■ 道民28－２ 

幌延深地層研究は、多くの道民が反対する中、国がボウリング調査を強

行し、非常に問題のある中ではじまった研究です。道民からの信頼を取り

戻すうえでも当初の予定通り20年で研究に区切りを付けて一度埋め戻す
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べきと思いますが、どのようにお考えですか？ 

 

（協定第２条（放射性廃棄物の持ち込み、使用）関係）  

■ 幌延町９ 

改めて確認させていただくが、研究計画（案）のP4～5にかけて、引き

続き研究開発が必要と考えられる必須の課題について記述している。 

その中の①「実際の地下環境における人工バリアの適用性確認」では、人

工バリア性能確認試験と物質移行試験について引き続き研究開発を実施

することとしているが、これまでと同様に、今後も実際の地下環境におい

て実際に放射性核種を用いない試験を行うということで理解して良い

か？また、それで満足するデータは得られるのか？得られるとしたらそ

れは何故？ 

 

（協定第３条（最終処分を行う実施主体への譲渡、貸与）関係） 

■ 道21 

計画Ｐ６ 「国内外の関係機関の資金や人材の活用」はどのような相手

とどのような形態での活用を想定しているのか。最終処分を行う実施主

体であるＮＵＭＯとの研究は具体的にどういう研究を想定しているの

か。 

 

■ 道民１－３ 

「研究計画（案）」P-6 で「なお、研究開発を進めるにあたっては、将

来的に、当初の計画の研究対象の範囲内において、国内外の関係機関の資

金や人材を活用することを検討します。」と書かれていますが、ここでい

う「国内外の関係機関の資金や人材」とは具体的にどこかを示して下さ

い。この中に原子力環境整備促進・資金管理センターからの資金が含まれ

るとするとNUMOの資金管理団体の資金が、原子力機構の財源となり、幌

延深地層研究所はNUMOの下請け研究（応用研究）を行う機関となると思

われますが、その是非についてお答え下さい。 

■ 道民３－９ 

最終処分関係行政機関等の活動状況に関する評価報告書には「NUMO の

ニーズ等を踏まえて策定された全体計画【研究開発マップ】（平成25〜29

年度）を前提として、資源エネルギー庁事業の受託 （4件）、NUMOや他の

研究開発機関等との共同研究（52件:・・・NUMO2件：重複あり）を積極
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的に進め」との記述が確認されました。「今和2年度以降の幌延深地層研

究計画（案）」は、NUMOのニーズを踏まえて策定した計画案ですか。 

■ 道民３－25 

原子力機構の外部評価委員会である地層処分研究開発・評価委員会が

とりまとめた『研究開発課題「地層処分技術に関する研究開発」中間評価

報告書（平成 31 年 3 月 6 日）の評価項目:研究資金・人材等の研究開発

資源の再分配の妥当性、第３期中長期計画期間中の研究開発における研

究開発成果評価結果（中間評価）』で明らかなとおり、原子力機構の資金

は地下研究施設の維持管理に使われ、研究開発は、処分実施主体NUMO及

び処分事業の監督官庁である資源エネルギー庁の資金で賄われているこ

とから、「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」における研究開発

項目も、資源エネルギー庁やNUMOの意向により、計画されたものではあ

りませんか。併せて、原子カ機構の研究開発資金で調査研究ができていな

い状況下で、原子力機構に権限があるのでしょうか。 

■ 道民３－27 

「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」において「研究開発を

進めるにあたっては、将来的に、当初の計画の研究対象の範囲内におい

て、国内外の関係機関の資金や人材を活用することを検討します」と記述

していますが、当初計画の範囲内というのなら、20 年程度の研究期間を

守るべきです。地層処分の研究開発は、NUMO も含めオールジャパンで進

められており、原子力機構職員が、NUMO に移籍してきています。今後、

深地層の研究に NUMO の資金や NUMO 職員の活用が進められると受け止め

てよいですか。 

 

■ 道民３－29 

地層処分基盤研究開発調整会議は、2010 年 3 月の高レベル放射性廃棄

物及びTRU 廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全体計画において、

研究開発の進め方に関する提言への対応として、「平成 18 年度版の全体

計画に示された、調整会議における国の基盤研究開発、NUMOの技術開発、

並びに安全規制関連研究の位置づけや役割分担等の見直しを求めるもの

ではないものの、これらの間でのより綿密な連携とNUMOのリーダーシッ

プの発揮が可能となるような具体的対策を明らかにすることを求めるも

のである。このため従来、オブザーバーとして調整会議に参加していた

NUMO をメンバーとし、より積極的に国の基盤研究開発の進め方や具体的
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内容の決定に関与することができるよう体制の変更を行っている。」と記

述されています。原子力機構外部評価委員会による第３期中長期計画期

間中の研究開発における研究開発成果評価結果（中間評価）で明らかなよ

うに、幌延深地層研究計画の研究開発内容は、現状、地層処分研究開発調

整会議で設定されたものに限定されざるを得なく、その地層処分研究開

発調整会議ではNUMOがその研究開発の進め方や具体的内容を決定してい

ることから、現状、幌延深地層研究計画は、原子力機構に権限がなくNUMO

や資源エネルギー庁にあるのではないですか。 

 

（協定第4条（地下施設の埋め戻し）関係）  

■ 幌延町７ 

引き続き研究開発が必要な必須の課題については、「第３期及び第４期

中長期目標期間を目途に取組む」とし、「その上で、国内外の技術動向を

踏まえて、地層処分の技術基盤の整備の完了が確認できれば、埋め戻しを

行うことを具体的工程として示す。」こととしているが、 

① 第４期中長期目標期間を目途にとは、具体的にどのようなイメージ

か？ 

② 国内外の技術動向とは具体的にどのようなことが考えられるか？ 

③ 技術基盤の整備の完了とは、どのような状態をいうのか。 

④ 整備の完了確認は、誰がどのように確認・判断するのか。 

■ 道20 

計画Ｐ６ 「技術基盤の整備の完了が確認できれば、埋め戻しを行うこ

とを具体的工程として示す」の「確認できれば」とは誰が確認し、どんな

状況・状態か。「31年度末までに研究終了までの工程やその後の埋め戻し

について決定する。」としていたが、「確認できなければ」研究を続け、埋

め戻しについて決定しないのか。 

■ 道民12－15 

P-6「これらの研究課題については、・・・その上で、国内外の技術動向

を踏まえて、地層処分の技術基盤の整備の完了が確認できれは、埋め戻し

を行うことを具体的工程として示します」について 

地層処分の技術基の整備の完了が確認できなければ、確認できるまで研

究を続けるのでしようか。 

■ 道民３－30 

 「令和２年度以降の幌延深地層研究計画(案)」の中に、地下施設の埋め
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戻しは、地層処分の技術基盤の整備完了の確認を前提としています。地層

処分の技術基盤整備は、いつ完了するのですか。 

 

■ 道民29－５ 

計画案においては、研究終了時期について明確な記述が無く、研究終

了・埋め戻しについての条件としては、単に「地層処分の技術基盤の整備

の完了が確認できれば」という文言があるのみです。では、何を持って「地

層処分の技術基盤の整備が完了」できたと判断するのか、という具体的な

目標設定も、なされていません。更に、「いつかは『地層処分の技術基盤

の整備が完了』できるということ」が前提となっており、将来、どうにも

現実には乗り越えることのできない技術的・経済的・人材的な壁に突き当

たって、実質的に計画から撤退せざるを得ない場合を想定した、判断基準

も示されていません。その事がそもそも間違いではないでしょうか？ 

 

■ 道民12－１ 

P-1「幌延深地層研究センターは地層処分に関する研究開発を具体的に

進める施設として、また、国民が地下環境を体感する場として、その重要

性に変わりはありません」とされていますが、「三者協定」を結んではい

ても研究開発と国民が地下環境を体感する場としてずっと活用していく

お考えなのでしょうか。 

 

（協定第５条（将来とも最終処分場としない）関係） 

■ 道民１－７ 

 「研究計画（案）」P-3 の評価結果では「全体として概ね適切に研究が

遂行され、当期5カ年の目標を達成できたと評価します。」と書かれてい

ます。であれば、「深地層研究所（仮称）計画」の「研究期間20年程度」

で幌延での深地層研究は終了が出来るはずです。それを守らず、「期限の

ない研究延長」を申し入れたことは、将来「幌延深地層研究所周辺」を「核

のゴミの処分場」する計画が内部にあると考えざるを得ません。違うなら

違うという明確な根拠を示して下さい。 

■ 道民３－７ 

幌延深地層研究センター（原子力機構）は、本年7月12日の地域住民

説明会においても、研究期間「20年程度」と明記した平成30年度調査研

究成果報告書を配布しました。ところが、そのわずか３週間後の8月2日
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には、研究の終了期日も埋め戻しの期日もない「令和２年度以降の幌延深

地層研究計画（案）を北海道と幌延町に提出し、同月下旬には地域住民や

道民を対象にした説明会を強行した行為自体、研究延長に向けた既成事

実化ではないですか。この説明会実施に道が異議を唱えなかったことも

驚きでしたが、1998 年、原子力委員会・処分懇談会が「高レベル放射性

廃棄物処分に向けての基本的考え方」で「科学的な研究施設といえども地

域住民に不安や懸念を惹きおこした状況では施設の速設や研究の推進は

困難」との指摘を、原子力機構が無視したことに驚きです。これまでの説

明を一方的に覆す「組織とその施設、そして計画案」を道内に居座り続け

させることは、将来、幌延及び周辺地域・道内に最終処分場が押し付けら

れるのではと、大変不安です。 

■ 道民３－８ 

1998 年の幌延深地層研究計画申し入れにあたり、「深地層の研究計画

は、処分場計画と明確に区別して進める」ことが、旧科技庁と原子力機構

より強調されましたが、一体、なにが明確に区別されたのでしようか。国

立行政法人審議会・日本原子力研究開発機構部会は、業務実績評価等を除

き原則公開で開催され、議事録及び配布資料も公開されていると最終処

分関係行政機関等の活動状況に関する評価報告書に記述されています。

その「平成29年度における業務の実績に関する評価」の「研究開発の進

捗状況の確認と情報公開』に関する原子力機構の業務実績・自己評価にお

いて、「NUMOが主催する一般の方々を対象とした（2つの深地層の研究施

設）見学会に協力した。・・・幌延深地研究センターでは平成29年度7,891

人・・・うち入坑者数1,460人・・・を受け入れた。」と記述されていま

す。当然、処分事業計画に沿って見学会が行われている以上、原子力機構

が処分事業に協力していることは明らかです。研究が長期化すればする

ほど、処分事業と深地層研究計画が一体化していくことははっきりして

います。深地層研究計画と処分場計画の一体何が明確に区別されたので

すか。 

■ 道民３－10 

「深地層の研究計画は、処分場計画と明確に区別して進める」という方

針に対し、当時、原子力委員会・放射性廃棄物対策専門部会部会長や委員

から、「地下研究施設は、将来処分立地選定と処分技術の確立に有効に機

能するためには少なくとも処分候補地層につくられる必要がある。」

（1990 年 6 月原案協だより 116 号）、「地下研究施設が将来、処分場にな
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らないとしても、施設に近い同じ地層の地域はどうなるのかとの問題が

残る」（エネルギーフォーラム７月号）、「将来的に研究にメドがついたあ

と地元の意向が変われば、話は変わるかも知れない」（1992年 10月22日

原子力産業新開）との発言が相次ぎました。近年でも、研究終了後の幌延

地下研究施設の埋め戻しに「もったいない」と発言した原子力機樹理事

は、2014年 5月9日の第14回原子力委員会臨時会議において「我々研究

機関としても地層処分の立地を受け入れていただける自治体に対し

て・・・科学技術面で我が国あるいは世界を引っ張る自治体になっている

というような・・・地元のプライドというところを示すことが非常に重

要・・・研究機関を地元に併設しながらの地層処分を行うという・・・そ

うしたことに対して我々の貢献というのもあるかなと考えています」「海

外のいろいろな成功例を見ますと原子力の研究開発、あるいは重要性に

ご理解のある地元で成功する例が非常に多いということがあります。全

く原子力とは無関係なところを候補地に持っていった場合、その地域の

受け入れには、それを納得していただく、あるいは了解していただくまで

に、かなりのプロセスが必要であるというのも事実としてあります。」と

説明していることから、計画の長期化は、研究機関（原子力機構と地下研

究施設）を居座り続けることで、幌延及び周辺地域・道内に最終処分場の

受け入れ条件をつくろうとするものではないですか。 

■ 道民３－20 

 原子力機構（旧動然）は、1988 年より釜石鉱山において開始された原

位置試験は、1997 年に終了しています。また、岐阜県瑞浪超深地層研究

所においても、閉鎖が決定された状況の中、なぜ、幌延だけが約束が守ら

れず研究延長が提案されたのですか。処分事業の監督官庁である資源エ

ネルギー庁などの意向が裏で動いているのでしょうか。いまもなお「幌延

ありき」で物事を進められようとしていることに疑念と不安がぬぐえま

せん。 

■ 道民14－３ 

幌延の研究により最終処分の安全性が「幌延町」では確保されていると

いう研究結果が出た場合の幌延及び北海道地域が最終処分地候補となる

可能性が高くなることはないか？ 

■ 道民20 

研究期間の延長はやめてください。約束は守るよう言ってください。幌

延を最終処分にしないよう埋め戻しについて具体的に進めてください。
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このままでは北海道は核のゴミ捨て場、他なんでも捨てることができる

場所になりそうです。 

 

■ 道民26－３ 

3 研究を終了する意思があるのか 

幌延町での住民説明会で、今回の計画案に賛成の立場で「さらに500メ

ートルまで掘削すべきだ」との発言に対する「今後、検討したい」との回

答からは、当初の「20 年程度」の期限を順守する考えがあるとは到底思

われず、研究終了の意図がないとすれば「地上の研究施設を閉鎖し、地下

施設を埋め戻す」考えがないことと同意であり、明らかに三者協定に違反

しています。その意味は何かを想像するに、最終処分場ができるまで施設

を存続させ、場合によってはいつでも最終処分場に転用できるようにし

ているとしか思えない。 

■ 道民31 

研究期間を大幅に延長し研究終了時期の明記もなく、これは道民との

約束違反である。限られた期間で研究を終え、解体し埋め戻すということ

に基づく建設施設を約束を守っていただきたい。約束違反を許せば、幌延

に核廃棄物を持ち込まない最終処分場にはしないという約束もいつか破

られかねない。 

■ 道民33 

幌延になし崩し的に処分場にしないて下さい。三者協定から20年いつ

まで延長？「核のごみ」は“ごみ”ではなく、管理しなければならない危

険物です。安全に管理して下さい。 

 

■ 道民36 

研究という名目でズルズルと幌延を使い続けることに反対します。こ

のままなし崩し的に北海道に核のゴミを持ち込もうとしているように見

えます。 

■ 道民41－３ 

「最終処分場にしない」との約束でしたが、今回の件でこの約束も破ら

れ、いらない物は東京から遠く離れた所におしやられるのではないかと

不安を持ちますが、余計な心配でしょうか。 

■ 道民49 

研究延長について述べられていますが、本質が欠落しているので意見以
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前に質問です。使用済核燃料をはじめとする核ゴミを貴センターは引き

受けるつもりですか？または否ですか？政府の判断に委ねるなどという

無責任な答弁でなく、本音をお答えください。もし、否ならば、国内の使

用済核燃料をどのように処分するべきと考えますか？いつまでも回答引

き延ばしという訳には行きません。必ず回答ください。それを踏まえて意

見を述べます。 

 

（第６条（積極的な情報公開）関連） 

■ 道民25－２ 

また機構は、これまで研究終了時期について、周辺地域の住民の方によ

る再三の質問に明瞭に答えず、ただ最近まで自ら、「平成30年度には、研

究終了時期と埋め戻し時期について明らかにする」としてきました。道民

が最も知りたく思い、地元の方も幾度となく訊ねていた研究終了の具体

的時期と埋め戻しについて、ぎりぎりまで態度を明らかにせず、突然今回

の計画案のような形で研究期間の大幅延長を公表するのは、「機構の積極

的な情報公開」を定めた三者協定第6条に違反しています。この協定違反

について、機構はどの様に認識しているのでしょうか？ 

■ 道民43－１ 

私は今回の新計画案についてこのような疑問を持っています。新たに

示された期間は2028年度までと長すぎる。日本原子力研究開発機構は、

最近まで『平成30年度には、研究終了時期と埋め戻し時期について明ら

かにする』としてきました。突然研究期間の大幅延長を公表するのは、『機

構の積極的な情報公開』を定めた三者協定第 6 条に違反しているのでは

ないでしょうか。 
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要望、意見等 

（機構の姿勢） 

■ 道民３－１ 

原子力機構は、「令和2年度以降の幌延深地層研究計画（案）」を「幌延

町における深地層の研究に関する協定書」第7条の規定（計画の内容を変

更する場合には、事前に協議する）に基づき提出し協議を申し入れ、9月

10 日に第 1 回確認会議が開催されました。しかし、この協議開始前の 8

月 27 日に、原子力機構は地域住民説明会を強行し、さらに同月 29 日に

は札幌市でも説明会を実行しています。この行為自体、「幌延町における

深地層の研究に関する協定書に係る確認書」の7.（2）にある「サイクル

機構（現在、原子力機構）は、計画の変更内容について協議が整った場合

には、速やかに公表する」確認を完全に無視した既成事実ではないです

か。協議が整うどころか開始もしていない段階で、地域住民や札幌市民

（道民）に説明した問題について、確認会議で問題にすべきではないです

か。 

■ 道民３－２ 

原子力機構は、「令和２年度以降の幌延深地層研究計画(案)」を「幌延

町における深地層の研究に関する協定書」第7条の規定（計画の内容を変

更する場合には、事前に協議する）に基づき提出し協議を申し入れ、9月

10 日に第 1 回確認会議が開催されました。しかし、この協議開始前の 8

月 27 日に、原子力機構は地域住民説明会を強行し、さらに同月 29 日に

は札幌市でも説明会を実行しています。この行為自体、「幌延町における

深地層の研究に関する協定書に係る確認書」の7.(2)にある「サイクル機

構(現在、原子力機構)は、計画の変更内容について協韈が整った場合に

は、速やかに公表する」とした協定規定を完全に無視した行為ではないで

すか。協議が整うどころか開始もしていない段階で、地域住民や札幌市民

（道民）に説明した行為について、研究の延長を既成事実化する行為では

ないですか。  

■ 道民26－２ 

2 幌延町で開催された住民説明会のありかた 

8月 27 日の幌延町での住民説明会は1時間(札幌開催では2時間)の予

定で開催し、45 分間を開発機構側の挨拶や説明で費やし、質問や意見に

は「時間がない」、「議論がかみ合っていない」として打ち切る。(議論が

かみ合うよう進行するべき司会者の資質・能力にも疑問がある)聞く耳を

持たない。アリバイ作りと言われても当然の、このような対応は、かつて
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の動燃・核燃機構の体質と全く同じだと言わざるを得ない。 

■ 道民３－３ 

 動燃（原子力機構）は、1984 年からの幌延町への貯蔵工学センター計

画（高レベル・低レベルのそれぞれの放射性廃棄物の貯蔵と深地層試験場

などを含む）において、「地元の理解と協力なしには調査といえども実施

しない」「事前調査も知事の理解が前提」と国会答弁を繰り返しながら、

翌年 11 月 23 日事前連絡なしに立地調査を強行。計画内容をころころ変

えたばかりか、低レベル廃棄物の中に TRU 廃棄物が多く含まれているこ

と、最終処分地の有無についてあいまいな答弁を繰り返し、「研究と処分

はセット」を内部で検討していたこと等々、北海道の意思をことごとく無

視し不誠実な姿勢を取り続けた経緯があります。1998 年、核燃料サイク

ル開発機構（原子力機構） は、幌延深地層研究計画の再申入れの際に、

「動燃改革の趣旨を踏まえ・・・職員の意識改革の徹底を図る等の措置を

講じ道民の信頼回復に全力を挙げて参る所存」と明記しています。しか

し、原子力機構は、1998年以降、約20年間にわたり、幌延周辺住民や道

民に説明してきた深地層の研究期間「20年程度」を、「令和２年度以降の

幌延深地層研究計画（案）」で、ばっさり切り捨てました。原子力機構の

何を信用できるのでしょうか。 

■ 道民３－５ 

 幌延深地層研究センターは、自ら研究期間を「20 年程度」とし、この

期間で研究が可能と説明しておきながら、自らの都合なのか、国や原子力

機構外部評価委員会、NUMO や地層処分研究開発調整会議などの都合なの

かわかりませんが、「前言撤回・研究延長」の責任を、協定第7条を逆手

にとって、北海道と幌延町に責任転嫁しようとしているのではないです

か。しかし、責任は原子力機構にあることは言うまでもなく、前言撤回の

責任をどうお取りになるのですか。 

■ 道民３－21 

 原子力機構は、1998 年のやり取りを知っている当時の道検討委員会委

員の皆さんが、道庁を退職などで在籍していない時期を見計らって、「令

和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」の提案をしたのではないです

か。悪質極まりない行為と見えてしまいます。  

■ 道民３－24 

 原子力機構の外部評価委員会である地層処分研究開発・評価委員会が

とりまとめた『研究開発課題「地層処分技術に関する研究開発」中間評価
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報告書（平成 31 年 3 月 6 日）の評価項目:研究資金・人材等の研究開発

資源の再分配の妥当性、第３期中長期計画期間中の研究開発における研

究開発成果評価結果（中間評価）』として、「研究資金については、運営費

交付金のほとんどが地下研究施設の維持管理費に使われ、研究開発は資

源エネルギー庁委託事業等の外部からの研究資金に頼らざるを得ず、研

究開発内容も地層処分研究開発調整会議で設定されたものに限定されざ

るを得なかった。」と記述されています。幌延深地研究計画を申し入れた

原子力機構は、現状では自らの予算で研究開発をほとんど行っていない

と言えます。今後、原子力機構が「研究延長・地下500m水平坑道の建設」

をするのは、暴挙でしかありません。  

■ 道民３－28 

 「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）において、「幌延深地区

研究センターでは、これまでどおり、北海道および幌延町との協定を順守

する・・・」と記述していますが、20 年間にわたり道民に説明してきた

「研究期間20年程度」を一方的に破棄し変更を持ち出す原子力機構が、

今後、約束を守るとは到底思えません。貯蔵工学センター計画当時から今

日まで、「動然」そのままではないですか。 

■ 道民22－２ 

埋戻しの完了期限を守らなければ、国が示す深地層処分研究事業や最

終処分計画全体への信頼性を損なうことになるのではありませんか？ 

■ 道民26－１ 

1 これまでの経過 

今回の日本原子力研究開発機構(開発機構)の説明や住民説明会での対

応を見る限り、北海道における特定放射性廃棄物に関する条例(道条例)

が制定され、幌延町における深地層の研究に関する協定書(三者協定)、幌

延町における深地層の研究に関する協定書に係る確認書(確認書)が結ば

れた背景や経過が正しく理解・継承されていない可能性が極めて高いと

言わざるを得ない。貯蔵工学センター計画を巡って20年間、住民(北海道

を含む)による国、動力炉核燃料開発事業団(動燃)・核燃料サイクル開発

機構(核燃機構)とのたたかい、周辺自治体で幌延に理解を示した首長が

軒並み反対派候補に敗れる(支持者には推進派が多くても現職が賛成だ

ったので反対を公約して当選した人も)、豊富町では促進決議を主導した

二人の町議会議員がリコールされるなど、地域に、住民の中に分断と対立

が持ち込まれ継続した。「反」幌延と言われること自体、問題ではないか。
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こうした経過があったが故に、放射性廃棄物を持ち込まない研究施設と

して、放射性廃棄物の中間・最終処分場にしないことを表明せざるを得

ず、それだけでは、動燃や核燃機構への不信感は払拭されないことから、

道条例が制定され、三者協定書・確認書が結ばれたのであり、仮に研究延

長をするにしても、住民の不信感に十分な配慮がされるべきところ、今回

の対応には全く感じられない。この間、開発機構の幹部や幌延町内の団体

幹部などから、度々、「埋め戻すのはもったいない」趣旨の発言がされて

きたことからも、40年前までに立ち戻る危険性が強く感じられる。 

 

（研究施設の有効活用について） 

■ 道民５－４ 

すでに総事業費５６６億円(2018 年度まで、数値は河北新報から引用) 

をかけた地下３５０mの地下道は、埋め戻さずに北海道として、産業活動

やその他の研究事業として有効活用できないのでしょうか? 

 

（ご意見等） 

■ 道民５－１ 

 国民の多くは、放射性廃棄物の地層処分の進め方、という課題をほとん

ど認識していないです。国策として進められてきた電力政策の結果です

が、国民もそれを享受してきたのですから、放射性廃棄物の処理方法につ

いてもっと行政も報道機関も話題にすべきだと思います。 

■ 道民８ 

 原発ゴミを最終的に処分する場を建設のするためのものだということ

を、はっきり明示して道民投票するのはいかがでしょうか? 

■ 道民22－６ 

１０万年先まで管理しなければならないのに、地層深くに埋めてその

存在をわからなくして、どうやって先の世代にそれを伝えようというの

でしょうか？私たちの世代が残してしまった莫大な負の遺産は、人類が

犯した大きな過ちとして、むしろ見える形で残し、きちんと管理できるよ

うにすべきです。戦争の悲惨さや非倫理性を子孫に伝える重要性と、その

意味で同じだと思います。 

 

■ 道民29-11 

そもそも北海道と幌延町が「深地層研究計画」を受け入れた背景として
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は、現在国の方針となっている「地層処分」に関わる研究を行うことでエ

ネルギー政策に貢献するとともに、幌延町と北海道の経済振興に繋がれ

ばという願いがあったのではないかと思います。この点について、今こそ

一度検証をしていただきたく思います。この幌延深地層研究センターが

作られ、今日まで研究が行われる過程で、このプロジェクトは地元経済の

発展にどれだけ寄与したのでしょうか？地元の建設業者の倒産、地場産

業への風評被害などは無かったのでしょうか？ 

■ 道民38 

そもそも北海道民にとって全く必要のない原発を設置したのが間違い

です。原発が必要と言っている人が核のゴミの最終責任を持つべきです。

責任を持てないなら原発を即時廃止すべきです。東電福島の原発ゴミは

東京を中心に処分すべきです。NUMO の近藤理事長や資源エネルギーの責

任者は原発の利益を受けたものが核のゴミの責任を負うのが当然と言っ

ていました。福島原発を考えれば、東京都民が福島原発電気の多くの利益

を享受していたのだから、東京都民が責任を負うべきです。そのことから

言えるのは東京都心の深地で核のゴミが埋めれるような研究をやるべき

でしょう。北海道での研究に合理性はありません。幌延での研究を直ちに

止め、東京に移転するのが筋です。大きな利益を享受している東京都民の

ために、東京での安全な研究の成功を祈ります。 

 

■ 道民30－３ 

原子力研究開発機構の資料について、年号だけでは長年の流れがわか

りづらいため、北海道と同様に年号と西暦の併記を求めます。 

 

■ 道民45 

幌延の高レベル放射性廃棄物の処分研究には、ずっと反対しています。

東京から離れていればいいのですか？どうして幌延なんでしょうか？福

島と同じじゃないですか？安全ではないものを、見切り発車で北海道に

捨てるのはやめてください。日本中のみなさんの食べ物が汚染されたら、

食べるものがなくなることを考えてください。これを決めることで、誰が

たくさんお金がもらえるのか知りませんが、もっと考えてください。汚染

されたものは動かさず、人間が動くべきです。ぜひよろしくお願いしま

す。 

 


